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【
要
約
）
　
清
韻
の
財
政
制
度
は
、
戸
部
が
徴
税
勲
賞
に
基
づ
い
て
徴
収
す
る
国
家
財
政
と
、
州
県
が
地
方
行
政
経
費
を
民
闘
よ
り
慣
習
的
に
徴
収
す
る
不

正
規
財
政
と
の
二
重
勝
継
を
形
成
し
て
い
た
。
一
九
世
紀
以
降
、
正
項
銭
粗
の
減
少
と
地
方
的
徴
収
の
肥
大
に
よ
り
国
家
財
政
が
逼
迫
す
る
と
、
各
省
督

撫
は
、
礒
金
や
摘
輸
な
ど
の
商
業
課
税
を
正
規
財
政
に
組
み
込
む
と
と
も
に
、
醤
吏
増
置
の
罐
規
需
索
・
上
級
衙
門
へ
の
規
礼
讃
送
体
系
を
解
体
す
る
と

い
う
財
政
改
革
を
断
行
し
た
。
湖
北
・
湖
南
を
例
に
財
政
改
革
の
成
果
を
検
証
す
る
と
、
湖
北
で
は
、
威
豊
期
に
、
驚
金
・
牙
祐
摘
の
導
入
に
よ
り
国
家

財
政
を
再
建
さ
せ
る
と
と
も
に
、
漕
糧
の
定
額
銭
納
化
に
よ
り
地
方
的
微
収
を
大
幅
に
整
理
し
た
。
し
か
し
湖
南
で
は
、
上
行
の
衰
退
に
よ
り
商
業
課
税

は
困
難
で
あ
り
、
威
豊
期
の
銭
漕
改
革
も
一
部
の
州
県
で
し
か
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
。
更
に
、
光
緒
初
の
条
規
詮
索
・
規
礼
艘
送
禁
止
も
不
徹
底
に
終
わ

っ
た
。
長
江
流
域
を
通
観
す
れ
ば
、
商
品
生
産
の
展
麗
し
た
江
南
・
湖
北
、
次
い
で
四
川
が
財
政
改
革
に
成
功
し
た
の
に
対
し
、
主
穀
供
給
地
域
の
湖
繭

や
江
西
で
は
改
革
は
不
振
で
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
七
七
巻
五
号
　
【
九
九
四
年
九
月

は
　
じ
　
め
　
に
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中
国
史
の
中
で
、
一
九
世
紀
は
、
清
朝
専
制
国
家
体
綱
の
弛
緩
・
解
体
期
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
清
朝
を
動
揺
さ
せ
た
外
的
要
因

は
、
社
会
矛
盾
の
深
刻
化
に
起
因
す
る
各
種
の
民
衆
反
乱
、
酉
欧
列
強
の
軍
事
的
脅
威
、
そ
し
て
そ
れ
ら
に
対
処
で
き
な
い
清
劇
正
規
軍
の
弱

体
化
な
ど
で
あ
る
が
、
問
題
の
解
決
を
困
難
に
さ
せ
て
い
た
内
的
要
因
は
、
財
政
シ
ス
テ
ム
の
機
能
低
下
で
あ
っ
た
。
視
点
を
変
え
て
論
ず
れ

ば
、
中
国
の
近
代
化
は
、
軍
事
・
産
業
・
教
育
な
ど
の
西
欧
化
か
ら
で
は
な
く
、
何
よ
り
も
先
ず
財
政
の
改
革
か
ら
開
始
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
と
書
え
る
。
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先
行
研
究
の
成
果
に
依
り
な
が
ら
呉
羅
の
財
政
事
清
を
簡
単
に
整
理
す
る
と
、
先
ず
国
家
（
正
規
）
財
政
は
、
嘉
慶
以
降
歳
入
が
恒
常
的
に
低

下
し
、
末
端
の
州
県
で
は
存
留
銀
（
州
県
の
地
方
行
政
経
費
）
・
養
廉
銀
（
官
俸
と
し
て
支
給
さ
れ
る
行
政
経
費
）
の
減
少
、
鱈
空
（
欠
損
）
の
増
大
を
招

い
て
い
た
。
次
に
州
県
は
、
行
政
経
費
の
不
足
を
浮
収
（
付
加
微
収
）
で
補
填
し
よ
う
と
し
た
の
で
、
韮
額
外
微
収
の
比
重
が
増
大
し
、
そ
れ
ら

は
や
が
て
地
方
的
徴
収
と
し
て
固
着
し
た
。
正
額
外
徴
収
の
容
認
は
、
地
方
宮
・
属
吏
・
衙
役
に
よ
る
需
索
（
恣
意
的
徴
紋
）
を
助
長
し
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

結
果
と
し
て
「
吏
治
の
廃
弛
」
即
ち
政
治
の
腐
敗
や
、
抗
糧
暴
動
に
代
表
さ
れ
る
民
衆
の
抵
抗
を
惹
起
し
て
い
た
。

　
そ
れ
で
は
、
清
朝
財
政
を
解
体
さ
せ
た
原
因
は
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
岩
井
茂
樹
は
そ
の
主
要
因
を
「
原
器
主
義
」
と
称
さ
れ
る
非
弾
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

的
財
政
原
則
に
求
め
て
い
る
。
岩
井
に
よ
れ
ば
、
「
原
額
主
義
」
は
両
税
法
以
降
の
中
国
専
制
国
家
財
政
の
基
本
原
則
で
あ
り
、
財
政
の
中
央

集
権
的
管
理
に
適
合
し
た
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
収
支
の
定
額
化
は
社
会
経
済
の
発
展
に
対
応
で
き
ず
、
正
規
財
政
の
周
縁

に
膨
大
な
「
正
額
外
財
政
扁
を
付
着
さ
せ
る
。
そ
の
結
果
、
中
央
財
政
の
役
割
が
相
対
的
に
低
下
し
て
、
地
方
分
権
化
が
進
行
し
、
専
制
国
家

の
基
礎
を
掘
り
崩
し
て
ゆ
く
。
そ
れ
故
岩
井
は
、
清
朝
後
期
の
財
政
問
題
も
、
「
各
朝
代
に
お
い
て
繰
り
返
さ
れ
た
、
制
度
確
立
↓
隆
盛
匪
『
祖

法
』
の
墨
守
↓
矛
盾
．
露
呈
↓
改
革
↓
動
乱
の
醸
成
↓
滅
亡
の
サ
イ
ク
ル
」
（
三
〇
三
～
三
〇
四
頁
）
の
一
過
程
と
し
て
、
循
環
論
的
に
理
解
す
る
の

で
あ
る
。

　
岩
井
理
論
の
特
徴
は
、
一
言
で
言
え
ば
、
現
象
的
類
似
性
か
ら
構
造
的
同
質
性
を
導
き
出
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
岩
井
は
社
会
経
済
の

発
展
を
認
め
て
は
い
る
が
、
そ
れ
は
単
な
る
外
延
的
拡
大
や
数
量
的
増
加
を
意
味
す
る
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
故
王
朝
交
替
な
ど
に
よ
り
「
原
額
」

が
改
訂
さ
れ
れ
ば
、
再
び
中
央
集
権
的
管
理
の
下
に
容
易
に
繰
り
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
一
九
世
紀
の
財
政
悪
化

と
清
朝
支
配
の
弱
体
化
は
、
明
以
前
の
王
朝
末
期
的
状
況
と
は
性
格
が
異
な
る
。
一
八
世
紀
中
葉
以
降
、
江
南
に
お
け
る
木
簡
や
絹
な
ど
繊
維

手
工
業
の
発
達
、
閥
徳
器
海
部
で
の
砂
糖
や
タ
バ
コ
な
ど
高
付
加
価
値
商
品
生
産
へ
の
傾
斜
、
湖
北
や
四
川
で
の
移
入
代
替
無
業
の
形
成
を
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

し
て
、
国
家
が
＝
万
富
に
管
理
し
て
い
た
全
国
市
場
か
ら
地
域
経
済
（
概
ね
一
省
乃
至
二
省
程
度
の
中
規
模
経
済
圏
）
が
自
立
化
し
て
く
る
と
、
伝
統

的
流
通
統
制
に
基
礎
を
置
く
正
課
や
関
税
は
時
代
遅
れ
と
な
り
、
財
政
収
入
の
中
核
を
占
め
る
田
賦
も
ま
た
、
商
品
経
済
の
展
開
に
応
じ
た
柔
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軟
な
課
税
制
度
を
導
入
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
た
。
地
丁
銀
制
は
基
本
的
に
耕
地
面
積
と
土
地
生
産
性
に
対
応
し
た
税
制
で
あ
り
、
穀
物
の

商
品
化
、
農
産
物
加
工
、
手
工
業
生
産
な
ど
は
想
定
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
社
会
経
済
は
本
質
的
変
化
を
遂
げ
つ
つ
あ
り
、
そ
れ
に
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

応
ず
べ
き
財
政
シ
ス
テ
ム
も
、
最
早
定
額
の
変
更
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
構
造
的
改
革
を
必
要
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
「
原
額
主
義
」

原
則
の
極
楷
か
ら
清
代
後
期
の
財
政
の
ゆ
き
づ
ま
り
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
さ
て
、
国
家
財
政
の
収
支
バ
ラ
ン
ス
は
、
嘉
慶
白
蓮
教
反
乱
以
降
、
歳
出
増
歳
入
減
傾
向
に
あ
っ
た
が
、
太
平
天
国
は
財
政
に
決
定
的
打
撃

を
与
え
た
。
そ
こ
で
各
省
雨
隠
は
、
と
り
あ
え
ず
商
税
（
縫
金
・
争
訟
絹
）
や
田
賦
付
加
税
（
津
鮎
・
損
輪
）
に
よ
っ
て
軍
鮪
を
確
保
す
る
一
方
、
反

乱
鎮
圧
後
た
だ
ち
に
賦
税
改
革
を
断
行
し
て
、
民
衆
の
負
担
を
軽
減
し
つ
つ
徴
税
効
率
を
高
め
よ
う
と
し
た
。
威
豊
・
同
治
年
間
、
長
江
中
下

流
域
各
省
で
、
面
繋
の
削
減
と
「
大
戸
」
・
「
小
戸
二
間
の
不
均
等
負
担
の
是
正
を
柱
と
し
た
賦
税
改
革
が
相
次
い
で
実
施
さ
れ
た
こ
と
は
既
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、
数
多
く
の
先
行
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
諸
研
究
は
、
賦
税
改
革
の
経
緯
を
詳
細
に
解
明
し
て
い
る
だ
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

で
な
く
、
そ
の
歴
史
的
意
味
に
つ
い
て
も
、
様
女
な
分
析
視
角
か
ら
検
討
を
加
え
て
い
る
。
但
し
、
財
政
史
の
側
面
で
は
、
七
二
・
此
迄
に
よ

る
既
存
の
財
政
制
度
の
弥
縫
・
補
修
と
い
う
位
置
付
け
に
と
ど
ま
り
、
中
央
集
権
的
国
家
財
政
の
溝
造
的
転
換
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
問
題
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

識
は
希
薄
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
岩
井
も
ま
た
、
こ
の
賦
税
改
革
に
つ
い
て
殆
ど
触
れ
て
い
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
私
は
前
稿
で
、
威
豊
か
ら
光
勲
初
に
亙
っ
て
四
川
省
で
実
施
さ
れ
た
財
政
の
長
期
的
改
革
に
つ
い
て
論
じ
た
。
そ
の
結
論
を
要
約
す
る
と
、

先
ず
国
家
（
正
規
）
財
政
で
は
、
戸
部
中
央
財
政
の
欠
乏
が
津
貼
・
掲
輸
な
ど
唾
罵
付
加
税
に
よ
っ
て
補
爆
さ
れ
る
一
方
、
太
平
天
国
な
ど
の
社

会
的
緊
張
を
背
景
と
し
て
董
金
が
新
財
源
に
加
わ
り
、
や
が
て
後
者
を
核
と
し
た
督
無
財
政
（
省
財
政
）
の
地
方
財
政
と
し
て
の
自
立
化
が
確
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

さ
れ
た
。
次
に
州
県
レ
ベ
ル
の
地
方
的
微
収
に
つ
い
て
見
る
と
、
得
吏
・
衙
役
に
よ
る
随
規
需
索
を
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
事
務
手
数
料
の
定

額
化
と
面
輔
か
ら
の
手
当
支
給
を
実
施
し
て
彼
ら
の
生
計
を
確
保
し
た
。
　
一
方
、
随
規
の
多
く
は
州
県
か
ら
上
級
官
庁
へ
規
礼
と
し
て
鰻
送

（
上
納
）
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
昏
怠
さ
れ
、
地
方
各
級
衙
門
の
必
要
経
費
は
省
財
政
か
ら
公
費
と
し
て
支
給
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
螢
金

・
活
魚
の
導
入
に
よ
る
民
衆
の
負
担
増
は
、
随
魚
串
索
・
規
心
当
送
体
系
の
廃
止
に
よ
る
負
担
減
に
よ
っ
て
相
殺
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
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の
改
革
に
よ
り
、
国
家
財
政
の
周
囲
に
曖
昧
に
付
着
し
て
い
た
地
方
的
徴
収
は
大
幅
に
整
理
さ
れ
、
国
家
財
政
の
内
部
で
は
、
芦
部
中
央
財
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

の
比
重
が
低
下
す
る
一
方
で
、
洋
務
派
官
僚
が
主
導
す
る
省
財
政
の
強
化
が
図
ら
れ
た
。

　
四
川
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
政
策
は
、
長
江
中
・
下
流
域
に
お
け
る
賦
税
改
革
と
概
ね
軌
を
一
に
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で

は
、
前
稿
の
成
果
を
踏
ま
え
、
長
江
中
・
下
流
域
で
最
も
早
く
着
手
さ
れ
た
湖
北
・
湖
南
両
省
の
財
政
改
革
を
検
討
の
対
象
と
す
る
。
遠
隔
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

摘
輸
の
導
入
や
管
長
・
均
賦
な
ど
改
革
の
具
体
的
事
実
に
つ
い
て
は
先
行
研
究
に
多
く
を
学
び
な
が
ら
、
両
省
に
お
け
る
実
施
状
況
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

再
検
討
を
行
う
と
と
も
に
、
従
来
あ
ま
り
重
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
随
特
需
索
・
規
礼
鰍
送
の
黒
革
に
焦
点
を
当
て
て
考
察
を
進
め
た
い
。

①
　
鈴
木
中
正
「
清
宋
の
財
政
と
官
僚
の
性
格
」
『
近
代
中
国
研
究
』
第
二
輯
、
東

　
京
大
学
出
版
会
、
　
一
九
五
八
年
、
佐
々
木
正
哉
「
威
豊
二
年
郵
県
の
抗
糧
暴
動
」

　
『
近
代
中
国
研
究
』
第
五
輯
、
東
京
大
学
出
版
会
、
　
一
九
六
三
年
、
岩
井
茂
樹

　
「
清
代
国
家
財
政
に
お
け
る
中
央
と
地
方
i
酌
量
制
度
を
中
心
に
し
て
一
」

　
『
東
洋
史
研
究
隠
勢
二
巻
二
号
、
一
九
八
三
年
。

②
岩
井
茂
樹
「
中
国
専
剃
困
家
と
財
政
」
『
中
世
史
講
座
』
第
六
巻
、
学
生
社
、

　
一
九
九
二
年
。

③
拙
稿
「
稀
代
市
場
論
に
関
す
る
一
考
察
」
『
歴
史
学
研
究
』
六
〇
三
号
、
一
九

　
九
〇
年
。

④
　
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
自
律
的
経
済
圏
の
形
成
が
と
り
わ
け
顕
著
で
あ
っ
た
四
川

　
で
は
、
圏
家
財
政
の
窮
乏
化
に
応
じ
て
、
重
慶
府
巴
県
な
ど
で
「
差
務
」
と
呼
ば

　
れ
る
一
種
の
地
方
行
政
協
力
費
が
会
館
を
通
し
て
商
人
よ
り
半
強
奪
的
に
徴
収
さ

　
れ
る
よ
う
に
な
り
、
威
豊
以
降
詳
論
の
付
加
税
詩
話
に
収
敏
さ
れ
た
。
商
贔
経
済

　
が
獲
得
し
た
窟
が
重
慶
と
い
う
商
業
都
市
に
集
積
さ
れ
、
地
方
当
局
は
こ
れ
を
新

　
た
な
財
源
と
見
栄
し
た
の
で
あ
る
。
拙
稿
「
清
代
後
期
四
川
に
お
け
る
地
方
財
政

　
の
形
成
－
会
館
と
蕊
金
1
」
『
史
林
』
七
五
巻
六
号
、
一
九
九
二
年
。

⑤
代
表
的
研
究
と
し
て
、
夏
鼎
「
太
平
天
国
前
後
長
江
各
省
之
田
賦
閣
題
」
『
清

　
華
学
報
』
一
〇
巻
一
一
期
、
一
九
三
五
年
、
朱
慶
永
「
同
治
二
年
蘇
松
一
一
府
減
賦
之

原
因
誤
爆
経
過
」
『
政
治
経
済
学
報
』
三
巻
三
期
、
一
九
三
五
年
、
村
松
祐
次
「
薦

桂
券
の
翠
蔓
・
減
税
論
」
『
近
代
江
南
の
導
者
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
〇
年
、

高
橋
孝
助
「
明
豊
三
年
前
後
の
江
南
に
お
け
る
均
無
論
i
近
代
郷
紳
の
あ
る
鐵

　
発
一
」
車
懸
教
育
大
学
『
紀
要
働
一
〇
巻
、
　
一
九
七
五
年
、
同
「
同
治
二
年
の

涯
南
に
お
け
る
減
賦
論
一
太
早
天
圏
占
領
下
の
江
南
郷
紳
膚
の
～
動
向
i
」

宮
城
教
育
大
学
『
紀
要
』
一
一
巻
、
一
九
七
穴
年
、
小
林
幸
夫
「
清
宋
の
漸
江
に

　
お
け
る
賦
税
改
革
と
折
銭
納
税
に
つ
い
て
」
『
東
洋
学
報
』
五
八
巻
一
・
二
号
、

　
一
九
七
穴
年
、
夏
井
春
慰
「
『
大
戸
』
・
『
小
戸
』
問
題
と
均
賦
・
減
賦
政
策
」
上
・

下
『
中
国
近
代
史
研
究
会
通
信
』
八
・
二
丹
、
一
九
七
八
・
七
九
年
、
劉
克
祥

　
「
十
九
世
紀
五
十
至
九
十
年
代
湾
政
論
的
減
甲
和
清
賦
運
動
」
『
中
国
社
会
科
学

　
院
経
済
研
究
所
集
刊
』
零
墨
、
一
九
八
四
年
、
臼
井
佐
知
子
「
岡
治
酋
（
一
入
六

　
五
）
年
、
江
蘇
省
に
お
け
る
賦
税
改
革
」
『
東
洋
史
研
究
』
四
五
黙
画
工
号
、
　
一
九
八

　
六
年
、
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
巌
巌
①
、
佐
々
木
も
こ
の
問
題
に
触
れ
て
い
る
。

⑥
前
註
⑤
、
臼
井
に
よ
り
比
較
的
ま
と
ま
っ
た
整
理
が
な
さ
れ
て
い
る
。

⑦
　
た
だ
、
政
治
史
の
立
場
か
ら
、
賦
税
改
革
を
策
し
て
野
面
権
力
が
強
化
さ
れ
た

　
と
い
う
議
論
は
存
在
す
る
。
臼
井
佐
知
子
「
太
平
天
國
末
期
に
お
け
る
李
鴻
章
の

　
軍
事
費
対
策
」
『
東
洋
学
報
臨
六
五
巻
三
・
四
号
、
｛
九
八
四
年
、
前
註
⑤
、
臼

　
井
。
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⑧
　
「
清
代
後
期
四
廻
に
お
け
る
財
政
改
革
と
公
局
」
『
史
学
雑
誌
』
一
〇
三
編
七
号
、

　
一
九
九
四
年
。

⑨
　
こ
こ
で
雷
う
地
方
酌
徴
収
と
は
、
正
額
銭
糧
と
は
別
に
賦
課
さ
れ
る
不
正
規
徴

　
紋
の
こ
と
で
、
そ
の
一
部
は
地
丁
の
存
留
と
と
も
に
地
方
行
政
経
費
と
し
て
も
使

　
用
さ
れ
て
い
た
。
な
お
、
山
田
賢
は
、
「
原
額
主
義
扁
原
耶
に
よ
る
州
県
財
政
の

　
粗
対
的
減
少
に
よ
り
、
清
代
後
期
の
四
川
で
は
州
県
敷
府
か
ら
紳
糧
の
主
導
す
る

　
公
局
へ
行
政
権
が
委
護
さ
れ
る
と
主
張
す
る
が
（
山
田
賢
霧
紳
縫
』
考
一
清
代

　
四
川
の
地
域
エ
リ
ー
ト
ー
漏
『
東
洋
史
研
究
』
五
〇
巻
二
号
、
一
九
九
一
年
）
、

　
そ
も
そ
も
当
国
「
地
方
財
政
」
が
戸
都
中
央
か
ら
独
立
し
て
い
た
の
か
、
疑
問
で

　
あ
る
。
岩
井
茂
樹
は
州
県
の
財
政
的
非
自
立
性
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て

　
い
る
。
「
さ
て
、
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
豪
酒
捌
度
の
機
能
を
通
じ
て
、
清
代
圏

　
家
財
敷
に
お
け
る
、
中
央
と
地
方
の
間
の
財
政
権
の
あ
り
方
を
考
え
て
み
よ
う
。

　
冬
償
、
戸
部
に
よ
る
簸
餉
、
春
秋
擾
、
奏
鎗
な
ど
が
実
行
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

　
外
省
の
正
額
曳
縄
の
収
支
は
、
す
べ
て
中
央
戸
都
の
支
配
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、

　
地
方
の
官
衙
は
、
い
わ
ば
そ
の
代
理
と
し
て
収
支
を
管
領
す
る
に
す
ぎ
な
く
な
る
。

　
正
額
銭
糧
の
範
囲
の
う
ち
に
は
、
地
方
の
財
政
権
に
よ
っ
て
運
用
さ
れ
る
、
地
方

　
財
政
の
成
立
す
る
余
地
は
、
ま
っ
た
く
な
い
わ
け
で
あ
る
」
（
前
註
①
、
岩
井
、

一
　
国
家
財
政
の
再
建

　
一
隣
五
頁
）
。

⑩
　
岩
井
は
国
家
財
政
を
戸
部
中
央
の
管
理
す
る
正
項
部
分
に
限
定
し
、
そ
の
外
部

　
に
付
着
す
る
事
実
上
の
地
方
財
政
を
「
公
扁
と
「
私
」
と
に
区
分
し
て
い
る
（
前

　
駐
①
、
岩
井
、
｝
照
五
～
一
四
六
頁
）
。
岩
井
の
分
類
に
従
っ
て
餅
代
後
期
の
財

　
政
改
革
を
説
明
す
れ
ば
、
門
私
」
領
域
の
粛
清
と
「
公
」
領
域
の
拡
大
強
化
、
そ

　
の
結
果
と
し
て
門
公
」
領
域
の
地
方
財
政
へ
の
成
長
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ

　
噛
つ
。

⑪
　
湖
広
の
賦
税
改
革
に
関
す
る
専
論
は
な
い
が
、
都
分
的
に
触
れ
た
研
究
と
し
て

　
は
、
前
通
⑤
、
夏
・
夏
井
・
劉
、
な
ど
を
参
照
。
湖
広
の
疏
金
に
つ
い
て
は
、
羅

　
玉
東
『
中
国
西
金
史
』
上
海
商
務
印
欝
館
、
一
九
三
六
年
、
林
正
子
「
黄
蔓
一

　
も
う
一
人
の
欝
金
創
始
者
一
」
『
史
学
』
三
六
巻
一
号
、
一
九
七
五
年
、
な
ど

　
を
参
照
。

⑫
地
方
的
徴
収
は
国
家
に
よ
っ
て
公
認
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
そ
の
呼
称

　
は
観
察
者
に
よ
っ
て
異
な
る
。
本
稿
で
は
と
り
あ
え
ず
、
碍
吏
・
就
役
を
逓
し
て

　
人
民
か
ら
叡
集
さ
れ
る
付
加
税
や
手
数
料
を
「
隈
規
」
と
呼
び
、
そ
の
一
部
が
上

　
級
官
選
・
衙
門
に
上
納
さ
れ
た
も
の
を
「
規
礼
」
と
称
し
て
い
る
。

　
一
九
世
紀
後
半
期
に
お
け
る
財
政
改
革
の
基
調
は
、
第
一
に
麓
金
・
母
野
な
ど
の
新
税
に
依
拠
し
た
国
家
財
政
の
再
建
で
あ
り
、
第
二
に
そ

れ
を
可
能
な
ら
し
め
る
た
め
の
地
方
的
徴
収
の
整
理
で
あ
っ
た
。
萱
金
な
ど
の
流
通
新
税
は
、
太
平
天
国
に
対
す
る
軍
餉
確
保
を
目
的
と
し
て

設
遣
さ
れ
、
督
撫
が
こ
れ
を
統
轄
し
た
が
、
反
乱
終
世
後
も
廃
止
さ
れ
ず
、
国
家
財
政
を
補
完
す
る
主
要
財
源
の
一
つ
と
し
て
定
着
す
る
。
そ

こ
で
先
ず
、
湖
広
に
お
け
る
縫
金
・
牙
帖
掴
の
導
入
か
ら
考
察
を
闇
署
し
よ
う
。

　
周
知
の
通
り
、
董
金
は
威
勢
避
年
（
一
八
五
三
）
雷
以
識
に
よ
り
揚
州
仙
女
鎮
に
て
徴
収
が
開
始
さ
れ
、
威
豊
五
年
（
一
八
五
五
）
に
は
江
西
・
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湖
北
・
湖
南
各
省
で
も
導
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
内
、
江
西
は
百
貨
縫
、
湖
南
は
百
貨
・
塩
茶
麗
を
徴
収
す
る
の
み
で
あ
っ
た
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

湖
北
で
は
こ
れ
に
加
え
牙
帖
掲
を
並
行
し
て
実
施
し
た
。
牙
帖
掲
と
は
、
従
来
布
政
司
が
発
行
し
て
い
た
「
司
帖
」
を
戸
部
が
発
行
す
る
「
部

署
」
へ
半
強
翻
的
に
切
り
替
え
さ
せ
、
巨
額
の
免
許
料
を
摘
輸
と
し
て
納
付
さ
せ
る
も
の
で
、
実
態
は
牙
行
に
対
す
る
営
業
税
に
近
い
も
の
で

あ
っ
た
。

　
湖
北
省
で
董
金
・
牙
帖
指
の
導
入
を
主
唱
し
た
の
は
、
湖
北
巡
撫
胡
林
翼
で
あ
る
。
成
豊
五
年
、
胡
素
餐
は
司
帖
か
ら
部
帖
へ
の
牙
帖
交
換

に
よ
る
牙
帖
絹
の
実
施
を
奏
請
し
、
そ
の
後
戸
部
の
策
定
し
た
一
八
条
の
章
程
に
基
づ
い
て
実
施
す
べ
し
と
の
上
諭
が
降
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、

兵
乱
に
よ
っ
て
疲
弊
し
て
い
た
寒
行
は
、
示
諭
す
る
こ
と
数
か
月
を
経
て
も
、
積
極
的
に
応
じ
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
彼
は
、
威
豊
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

年
三
月
、
現
地
の
状
況
に
合
わ
せ
て
施
行
細
則
を
簡
略
化
し
た
修
正
案
六
条
を
制
定
し
、
認
可
を
申
請
し
た
。
そ
の
内
容
は
、
次
の
通
り
で
あ

る
。
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（
1
）
　
各
行
の
科
則
は
原
帖
に
依
ら
ず
、
今
次
の
実
態
調
査
に
基
づ
い
て
決
定
す
る
。

　
（
2
）
　
路
銀
は
、
上
・
中
・
下
・
食
下
四
則
（
掲
銀
一
〇
〇
〇
両
・
七
〇
〇
両
・
五
〇
〇
両
二
二
〇
〇
両
）
か
ら
繁
盛
上
・
中
・
下
行
（
描
銭
～
○
○
○
串
・

　
　
五
〇
〇
串
・
二
〇
〇
串
）
及
び
偏
僻
上
・
中
・
下
行
（
捕
銭
七
〇
〇
串
ニ
ニ
○
○
串
・
一
〇
〇
串
）
の
六
則
に
変
更
し
、
零
細
牙
行
も
認
絹
さ
せ
る
。

　
　
科
額
も
銀
建
て
か
ら
銭
建
て
に
変
更
す
る
。

　
（
3
）
　
旧
設
市
集
・
新
設
市
集
の
別
無
く
、
～
律
に
随
時
網
輸
を
実
施
す
る
。

　
（
4
）
　
営
業
地
（
市
集
）
の
変
更
を
認
め
る
。

　
（
5
）
　
新
藷
を
頒
給
す
る
際
、
営
業
者
・
営
業
地
な
ど
の
変
更
が
無
い
揚
合
、
旧
帖
持
参
者
は
三
分
の
　
、
旧
鮎
遺
失
者
は
半
額
で
交
換
す
る
。
営
業
地
を

　
　
変
更
す
る
者
は
八
割
を
、
業
種
を
変
更
す
る
者
は
六
割
を
摘
下
さ
せ
る
。
な
お
、
府
州
県
が
私
蓄
し
て
い
た
牙
帖
は
更
薪
を
認
め
な
い
。

　
（
6
）
　
父
子
兄
弟
叔
姪
が
故
帖
（
使
用
さ
れ
な
く
な
っ
た
片
耳
）
を
継
承
す
る
場
合
に
は
、
重
ね
て
摘
輸
す
る
こ
と
を
免
除
す
る
。

修
正
条
項
で
は
、
潜
思
を
紬
分
化
し
、
割
引
納
入
を
導
入
す
る
な
ど
、
牙
行
の
実
情
に
則
し
た
弾
力
的
鋼
度
へ
の
変
更
が
見
ら
れ
る
が
、
注
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医
す
べ
き
は
、
従
来
府
州
県
が
独
自
に
発
給
し
て
い
た
境
野
の
通
用
を
禁
止
し
た
こ
と
で
あ
る
。
従
来
の
牙
行
翻
度
は
、
芦
部
が
各
省
に
割
り

当
て
た
訓
達
に
則
り
、
布
政
司
が
穿
行
に
司
帖
を
無
料
で
頒
給
し
、
州
県
が
毎
年
牙
税
を
鮮
碧
し
て
全
数
起
解
す
る
こ
と
を
原
劉
と
し
て
い
た
。

し
か
し
実
際
に
は
、
微
細
な
牙
税
と
比
較
す
れ
ば
は
る
か
に
多
い
随
規
や
、
故
帖
を
継
承
す
る
際
に
書
吏
が
要
求
す
る
高
額
の
手
数
料
が
存
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

し
、
こ
れ
が
州
熈
の
主
要
財
源
の
一
つ
と
な
っ
て
い
た
。
州
県
が
勝
手
に
牙
帖
を
給
付
す
る
こ
と
も
行
わ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。
胡
林
翼
は
牙
税

や
愚
婦
頒
給
に
関
連
し
た
付
加
的
微
収
の
権
益
を
州
県
か
ら
奪
い
、
そ
れ
ら
を
牙
帖
捕
と
し
て
定
額
化
・
公
認
化
し
、
省
城
の
牙
帖
螢
金
総
局

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

及
び
沙
羅
局
・
裏
賜
局
に
管
理
を
委
ね
た
。
牙
聖
運
は
州
県
の
地
方
的
徴
収
か
ら
、
戸
部
が
承
認
し
省
が
薩
齢
す
る
臨
時
の
国
家
財
政
に
昇
格

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
並
行
し
て
牙
税
の
引
き
上
げ
、
軍
監
及
び
袋
耳
保
有
者
の
牙
輪
取
得
解
禁
な
ど
の
措
置
も
実
行
さ
れ
た
。
な
お
、
牙

帖
捕
は
国
家
財
政
に
准
じ
て
は
い
る
が
、
太
平
天
国
に
対
す
る
臨
時
課
税
で
あ
り
、
本
来
な
ら
反
乱
終
息
爆
風
扮
す
べ
き
も
の
で
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
同
治
・
光
緒
年
間
も
引
き
続
い
て
実
施
さ
れ
た
。
し
か
し
野
口
で
牙
行
の
流
通
統
制
が
崩
れ
、
廃
業
す
る
者
が
続
出
し
た
た
め
、

光
風
二
五
年
忌
一
八
九
九
）
、
行
首
余
能
培
ら
の
請
願
に
よ
り
、
今
後
は
有
力
牙
行
の
み
を
対
象
に
掲
載
を
行
い
、
無
力
牙
行
に
つ
い
て
は
毎
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

額
薗
の
五
％
を
一
〇
年
間
認
摘
（
取
引
高
に
関
係
な
く
一
定
額
の
捕
輸
を
納
付
す
る
こ
と
）
さ
せ
る
よ
う
改
め
ら
れ
た
。

　
欝
金
（
貨
醗
）
に
つ
い
て
は
、
威
豊
五
年
一
一
月
よ
り
省
内
各
地
に
局
華
が
設
け
ら
れ
、
弓
取
が
開
始
さ
れ
た
。
胡
林
翼
は
麗
金
の
微
収
に
紳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

土
を
登
用
し
、
得
吏
の
需
索
を
排
除
し
た
。
こ
う
し
て
湖
北
で
は
督
撫
の
委
員
（
差
委
官
）
と
紳
士
が
共
同
で
壷
金
の
運
営
を
担
う
こ
と
に
な
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

た
が
、
こ
れ
は
「
両
湖
塁
壁
」
と
呼
ば
れ
、
他
省
へ
も
普
及
し
た
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
籔
金
が
客
商
よ
り
も
牙
行
や
二
戸
を
対
象
と

し
た
白
蘭
で
あ
っ
た
点
で
あ
る
。
威
豊
七
年
（
一
八
五
七
）
、
沙
市
で
は
行
店
に
対
し
て
商
品
取
引
額
銭
一
〇
〇
〇
文
に
つ
き
董
金
一
二
文
が
爆

雷
さ
れ
、
六
・
七
月
間
に
は
三
六
文
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
が
、
零
星
竃
違
に
つ
い
て
も
上
・
中
・
下
三
等
則
に
区
別
し
て
毎
月
銭
六
〇
串
か
ら

二
〇
串
の
認
掴
が
実
施
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
楚
金
が
商
業
を
圧
迫
し
て
い
る
と
の
上
奏
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
胡
林
翼
は
、
行
店
か

ら
の
抽
螢
は
ご
～
文
に
固
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
舗
戸
か
ら
の
董
金
蔓
掲
も
概
ね
海
鞘
の
税
率
に
準
じ
た
妥
当
な
額
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
反

　
　
　
　
　
⑩

結
し
て
い
る
が
、
何
れ
に
せ
よ
、
黎
金
が
沙
鶏
の
仲
買
・
小
売
商
人
か
ら
一
括
回
収
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
牙
帖
摘
が
牙
行
の
営
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⑪

業
許
可
税
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
萱
金
は
評
言
・
営
舎
の
取
引
税
と
見
散
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
一
方
湖
南
で
も
、
湖
北
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
巡
無
異
粟
野
に
よ
っ
て
箆
金
・
牙
帖
掲
が
導
入
さ
れ
た
。
先
ず
牙
帖
摘
に
つ
い
て
。
威
豊
六
年

（一

ｪ
五
六
）
、
酪
墨
描
は
胡
鼻
翼
の
章
程
を
検
討
し
、
一
応
そ
の
有
効
性
を
評
価
し
た
。
　
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
を
直
接
湖
南
へ
適
用
す
る
こ
と
に

は
二
の
足
を
蹄
ん
で
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
太
平
天
国
の
兵
乱
に
よ
り
商
業
が
衰
退
し
、
閉
店
し
た
牙
行
が
全
容
で
二
八
O
余
戸
に
達
し
て
い

る
厳
し
い
状
況
の
下
で
、
こ
の
上
牙
帖
捕
を
強
行
す
れ
ば
破
産
者
が
更
に
増
加
す
る
こ
と
が
危
惧
さ
れ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
彼
は
、
現

在
旧
帖
を
保
有
し
て
い
る
行
戸
に
つ
い
て
は
、
直
ち
に
新
精
へ
の
交
換
を
強
制
せ
ず
、
廃
業
牙
行
の
愚
説
を
継
承
す
る
者
に
つ
い
て
の
み
、
新

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

章
程
に
基
づ
い
て
言
前
を
納
付
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。
湖
南
の
牙
帖
揖
は
、
既
設
の
牙
行
に
は
賦
課
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
彼
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

牙
税
に
つ
い
て
も
、
引
き
上
げ
を
見
送
っ
て
い
る
。

　
次
に
山
金
に
つ
い
て
。
威
豊
五
年
五
月
、
難
業
章
は
他
誌
に
さ
き
が
け
て
長
沙
に
壷
金
総
局
を
、
湘
潭
・
常
徳
・
益
陽
な
ど
一
六
州
県
に
分

局
を
設
置
し
、
袖
蟹
を
開
始
し
た
。
ま
た
威
豊
六
年
二
月
に
は
、
長
沙
に
塩
茶
局
を
設
け
、
営
造
・
宜
章
・
繭
紬
・
岳
州
な
ど
の
難
局
に
て
茶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

楚
・
塩
螢
の
徴
収
を
始
め
た
。
し
か
し
彼
は
、
藪
金
に
つ
い
て
も
あ
ま
り
積
極
的
で
は
な
か
っ
た
。
威
豊
八
年
（
一
八
五
八
）
四
月
、
縫
職
掌
累

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

の
杜
絶
を
訴
え
た
古
文
の
中
で
、
彼
は
萱
金
の
導
入
当
初
、
そ
の
実
効
性
に
つ
い
て
か
な
り
憂
慮
し
た
と
洩
ら
し
て
い
る
。
そ
こ
で
彼
は
、
萱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

金
局
に
紳
士
を
登
用
し
て
得
心
・
市
櫓
に
よ
る
随
重
三
索
を
防
止
す
る
と
と
も
に
、
軍
船
・
練
勇
を
流
通
の
拠
点
に
駐
留
・
巡
回
さ
せ
、
客
商

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

ら
に
官
金
が
治
安
維
持
の
た
め
に
役
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
な
ど
の
工
夫
を
凝
ら
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
施
策
は
、
湖
南
の

魔
金
が
客
商
か
ら
通
関
税
と
し
て
直
接
徴
収
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
市
倫
な
ど
仲
介
業
者
を
通
じ
た
間
接
定
収
は
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と

を
意
味
し
て
お
り
、
湖
北
と
の
相
異
を
際
立
た
せ
て
い
る
。

　
そ
れ
で
は
A
何
故
湖
南
で
は
牙
帖
掲
の
実
施
が
事
実
上
見
送
ら
れ
、
砂
金
も
ま
た
客
商
か
ら
徴
収
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
国
家
が

規
定
し
て
い
た
両
省
の
牙
帖
数
及
び
牙
税
額
を
比
較
し
て
み
よ
う
。
先
ず
半
帖
数
に
つ
い
て
。
乾
隆
四
八
年
（
一
七
八
三
）
刊
『
戸
部
期
例
』
巻
六

Q
、
関
税
、
課
程
中
、
無
為
額
税
の
項
に
記
載
さ
れ
た
牙
帖
額
数
は
湖
北
九
二
照
八
張
、
湖
爾
＝
○
一
張
で
あ
り
、
湖
北
は
湖
南
の
約
八
・
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四
倍
を
占
め
、
圧
倒
的
優
位
を
誇
っ
て
い
る
。
次
に
牙
税
額
に
つ
い
て
。
表
1
は
歴
代
の
『
大
形
会
典
』
・
『
戸
部
則
例
』
及
び
民
国
『
湖
北
通

志
』
・
光
緒
『
湖
南
通
志
』
に
記
載
さ
れ
た
牙
税
額
の
推
移
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
牙
税
額
で
も
湖
北
よ
り
湖
南
の
方
が
低
位
で
あ
る
こ
と

が
一
見
し
て
読
み
取
れ
る
が
、
乾
隆
『
戸
部
期
例
』
記
載
の
牙
帖
数
と
牙
税
額
と
を
較
べ
た
場
合
、
牙
帖
一
張
あ
た
り
の
牙
税
額
の
平
均
値
は

湖
北
が
約
六
銭
四
分
、
湖
南
が
約
九
銭
五
分
で
あ
り
、
負
撫
率
は
湖
南
の
方
が
高
い
。
一
方
湖
北
省
牙
税
額
は
、
雍
正
期
に
一
旦
急
減
し
た
後
、

徐
女
に
復
調
し
て
い
る
が
、
激
減
時
で
も
湖
南
省
の
一
・
三
五
倍
あ
り
、
こ
の
差
は
再
び
開
い
て
ゆ
く
。
牙
帖
数
や
牙
税
額
は
国
家
が
公
定
す

清代後期湖広における財政改革（山本）

ge　1　濁三北・湖南の牙税額比較

出 典 脚焔（酬・瀟省（剛…

康煕（29年）r連語』①17，344
　　　　　　　　　　　　］

7颪嚢
9．95

灘（10年）・儀典刺 999．工4 742．64 1．35

　　　　　　　　　　　　　乾隆（13年）『会典則例』③1
　　　　　　　　　　　　」

2，775．634 1，035．216 2．68

乾隆‘i・8年）炉舗購1 5，936．8 1，044．891 5．68

湖北糊南通憲刷 7，975．1 　　　　　1・007・21417・92

（誰）　①　巻35，課程4，雑賦。

　　②　巻53，課程5，雑賦。

　　③巻50，雑賦下。
　　④　巻60，関税，課程中，牙行額税。なお嘉慶r大清二二事例』

　　　巻195，雑賦も同数値を載せる。
　　⑤　民国『湖北通志』巻44・45，田賦1・2及び鼻緒『湖南通志』

　　　巻50～53，賦役，田賦1～4に記載された各地の数値を集計。

る
も
の
で
あ
り
、
必
ず
し
も
牙
行
の
実
態
を
反
映
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
水
面
上
の
部

分
を
見
較
べ
る
な
ら
、
湖
南
は
湖
北
よ
り
曲
行
数
が
少
な
く
、
一
行
あ
た
り
の
牙
税
負
担

率
が
高
か
っ
た
と
言
え
る
。
ま
た
、
湖
南
に
は
湖
北
の
甘
口
や
沙
市
に
相
当
す
る
薫
大
な

流
通
拠
点
も
無
か
っ
た
。
酪
乗
章
が
牙
帖
絹
や
牙
行
に
よ
る
董
金
包
収
（
徴
収
請
負
）
に
消

極
的
姿
勢
を
示
し
た
の
は
、
湖
南
に
お
け
る
牙
行
の
発
達
が
湖
北
よ
り
相
当
低
水
準
で
あ

っ
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
威
豊
一
〇
年
（
一
八
六
〇
）
、
曾
国
藩
は
湖
南
に
東
征
局
を
設
置
し
、
壷
金
の

増
徴
を
断
行
す
る
。
現
地
に
在
っ
て
こ
の
困
難
な
任
務
に
従
事
し
た
の
は
、
湖
南
巡
二
毛

鴻
賓
で
あ
っ
た
。
毛
聖
書
は
、
湖
南
省
の
生
産
力
の
低
位
性
を
認
め
た
上
で
、
廉
正
な
委

員
・
紳
士
に
経
理
を
委
ね
、
得
役
の
中
飽
を
防
ぐ
と
い
う
酪
乗
章
の
方
法
を
徹
底
さ
せ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

こ
と
に
よ
り
、
徴
収
効
率
を
高
め
よ
う
と
し
た
。
同
治
初
に
は
、
螢
金
局
の
運
営
を
地
方

官
に
移
管
す
べ
し
と
の
議
論
が
も
ち
上
が
っ
た
が
、
こ
れ
に
対
し
彼
は
、
①
地
方
官
の
業

務
が
増
加
す
る
、
②
想
察
衙
門
と
藪
兼
が
離
れ
て
い
る
の
で
、
丁
膏
に
管
理
を
委
ね
ざ
る

を
得
な
い
、
③
徴
収
者
と
監
察
者
が
同
一
人
物
に
な
る
の
で
、
経
理
の
不
備
や
不
正
が
チ
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エ
ヅ
ク
で
き
な
い
、
④
得
隻
が
一
旦
董
金
か
ら
の
随
規
を
生
活
費
の
一
部
に
組
み
込
ん
で
し
ま
う
と
、
将
来
簸
金
を
廃
止
す
る
こ
と
が
で
き
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

く
な
る
、
と
い
う
四
点
の
弊
害
を
列
挙
し
て
強
く
反
駁
し
た
。
毛
鴻
賓
は
新
た
な
財
源
を
開
拓
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
酪
聚
章
の
「
官
紳

併
用
」
策
は
竪
持
し
、
「
両
虎
正
法
」
を
定
着
さ
せ
た
。
東
征
局
は
太
平
天
国
の
終
息
に
よ
り
、
同
治
四
年
（
一
八
六
五
）
に
廃
止
さ
れ
て
い
る
。

　
威
豊
年
間
、
太
平
天
国
に
対
す
る
軍
事
費
の
急
増
に
直
面
し
た
帯
広
両
省
は
、
他
省
に
さ
き
が
け
て
全
熟
規
模
の
螢
金
・
画
帖
掴
を
導
入
し

た
。
但
し
、
両
省
の
実
施
状
況
を
比
較
す
る
と
、
そ
こ
に
は
微
妙
な
相
違
が
見
ら
れ
る
。
湖
北
で
は
、
遠
慮
の
他
、
牙
帖
掲
を
積
極
的
に
推
進

し
た
の
に
対
し
、
湖
南
で
は
、
牙
帖
掲
が
事
実
上
見
送
ら
れ
、
麓
金
に
つ
い
て
も
仲
介
業
者
の
徴
収
請
負
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
両
省
間
に

お
け
る
頭
金
・
牙
帖
摘
政
策
の
隔
た
り
は
、
商
品
生
産
や
流
通
の
発
達
水
準
の
差
異
に
起
因
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
乱
丁
湖
北
で
は
、
省
東

部
を
中
心
に
、
棉
業
を
基
礎
と
し
た
商
品
生
産
が
展
開
し
、
地
域
経
済
圏
を
形
成
し
つ
つ
あ
っ
た
の
に
対
し
、
湖
南
は
、
概
ね
江
南
や
湖
北
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
主
穀
供
給
地
域
に
止
ま
っ
て
い
た
。
一
方
、
湖
北
よ
り
更
に
商
品
生
産
の
発
達
し
た
江
南
で
は
、
岡
治
二
年
（
一
八
六
三
）
、
李
講
堂
に
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

牙
税
改
革
が
実
施
さ
れ
た
が
、
湖
南
と
同
様
商
晶
生
産
の
遅
れ
た
安
徽
や
江
西
で
は
、
実
施
が
確
認
で
き
な
い
。
太
平
天
国
と
い
う
事
件
を

契
機
と
し
た
に
せ
よ
、
江
南
や
湖
北
な
ど
経
済
的
先
進
地
域
で
は
、
牙
行
を
媒
介
と
し
た
商
業
・
流
通
へ
の
課
税
は
時
代
の
趨
勢
だ
っ
た
の
で

あ
る
。

　
縫
金
や
牙
古
意
は
一
時
的
に
国
家
財
政
を
潤
し
た
が
、
流
通
へ
の
広
汎
な
課
税
は
、
商
人
層
の
み
な
ら
ず
民
衆
に
も
負
担
を
強
い
る
で
あ
ろ

う
。
間
接
税
の
導
入
は
直
接
税
の
減
税
に
よ
っ
て
桐
殺
し
な
け
れ
ば
、
野
鼠
の
支
持
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
故
、
胡
盤
面
や
酪
策
章

は
、
董
金
・
牙
帖
摘
の
新
設
と
ほ
ぼ
同
時
に
、
田
賦
・
漕
糧
の
負
担
減
と
平
準
化
に
着
手
す
る
。
次
に
両
省
に
お
け
る
賦
税
改
革
に
つ
い
て
考

察
し
よ
う
。

　
①
　
光
緒
『
大
極
会
典
事
例
』
謹
白
四
一
、
猿
税
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
臣
訪
査
積
弊
。
有
一
帖
費
至
数
百
金
三
千
講
者
。
忘
公
絢
私
。
比
比
皆
是
。

　
②
「
附
陳
変
通
部
製
薬
商
運
辮
牙
帖
以
助
軍
飴
片
」
威
蟄
六
年
三
月
　
七
日
（
『
胡
　
　

で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
塁
壁
『
湖
北
通
志
』
巻
五
〇
、
権
税
、
牙
帖
税
揖
。

　
　
文
忠
公
政
書
』
巻
一
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
江
西
の
事
例
で
あ
る
が
、
嘉
慶
二
二
年
（
一
八
一
七
）
、
興
国
県
知
県
が
瀟
有
鳳

　
③
　
「
は
じ
め
に
」
註
④
、
掴
稿
。
下
林
翼
も
湖
北
の
現
状
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
る
者
に
穀
行
牙
帖
を
頒
給
し
た
と
こ
ろ
、
県
斑
の
反
対
に
遭
い
、
結
局
瀟
が
自
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発
的
に
牙
帖
を
破
棄
す
る
と
い
う
寮
件
が
あ
っ
た
。
問
治
『
興
国
県
志
』
巻
一
〇
、

　
田
賦
。

⑤
　
民
国
『
湖
北
通
志
臨
巻
五
〇
、
帷
税
、
牙
帖
税
目
。

⑥
　
同
右

　
　
至
湖
北
牙
税
。
向
章
税
率
長
瀞
。
黒
部
議
加
増
。
股
実
良
民
。
並
生
監
・
職
衝

　
　
人
等
。
取
具
隣
佑
切
実
互
保
各
結
。
均
准
一
体
掲
充
。
以
広
魏
来
。

⑦
　
同
趣

　
　
光
緒
二
十
五
年
。
湖
広
総
督
張
之
洞
。
派
員
会
同
溝
口
庁
剛
知
。
確
査
漢
口
行

　
　
戸
牙
帖
。
旋
由
行
首
余
能
培
等
稟
称
。
漢
鎮
商
賢
輻
藤
。
頂
冒
用
充
。
在
所
不

　
　
免
。
現
在
商
力
彫
鰍
。
若
概
庸
愚
旧
位
新
。
勢
必
紛
紛
閉
漱
。
市
面
大
有
妨
磯

　
　
等
情
。
復
経
切
実
開
溝
。
始
拠
認
定
衛
力
之
行
。
三
章
請
領
更
換
。
其
実
在
無

　
　
力
者
。
暫
緩
請
領
。
按
照
五
驚
認
絹
。
以
十
年
為
限
。

⑧
　
「
附
陳
委
派
正
紳
勧
捕
収
麟
以
資
軍
餉
片
」
成
豊
六
年
九
月
一
日
（
『
胡
文
忠
公

　
　
愚
書
』
巻
～
）
。

⑨
「
は
じ
め
に
」
註
⑪
、
．
林
。

⑩
「
遵
旨
査
履
沙
帯
磁
金
情
形
疏
」
威
豊
七
年
＝
月
九
艮
（
『
胡
文
忠
公
政
書
』

　
巻
三
）
。

⑪
四
用
省
璽
慶
（
巴
県
）
で
も
、
驚
金
は
牙
行
に
よ
っ
て
包
収
さ
れ
て
い
た
。
「
は

　
じ
め
に
」
註
④
、
拙
稿
。

⑫
「
勧
掲
牙
帖
酌
議
変
通
斎
燈
摺
」
威
豊
六
年
七
月
二
一
日
（
『
酪
文
忠
公
奏
議
』

　
巻
八
）

　
　
査
。
湖
南
連
盟
白
根
以
来
。
地
方
畳
遭
蹉
鋼
。
民
情
極
為
凋
敏
。
兼
之
上
下
游

　
　
・
湖
北
・
江
西
。
隣
鎌
未
靖
。
商
費
不
行
。
多
半
銅
牌
。
現
在
各
属
牙
行
懸
欠

　
　
者
。
共
有
二
百
二
十
余
戸
。
召
募
無
人
頂
補
。
墓
誌
旧
帖
之
商
。
…
律
交
銀
。

　
　
更
換
部
帖
。
不
但
事
渉
紛
更
。
且
恐
商
力
疲
乏
。
無
費
交
納
。
漱
業
之
戸
過
多
。

　
　
再
三
額
税
。
大
有
関
轟
。
応
請
領
有
旧
帖
各
行
戸
。
准
其
照
常
開
設
。
母
庸
更

　
　
換
。
以
面
体
麺
。
此
後
遇
有
事
故
歓
業
。
請
帖
頂
補
者
。
概
令
遵
照
新
章
。
按

　
　
誌
面
銀
辮
理
。

⑬
　
同
右

　
　
毎
年
税
銀
。
照
懸
完
納
。

⑭
　
光
緒
『
湖
南
通
志
』
巻
五
九
、
権
税
。

⑯
　
「
歴
陳
湖
南
驚
鈎
情
霰
弾
」
威
豊
八
年
四
月
二
三
慨
（
『
酪
文
忠
公
奏
議
』
巻
｝

　
ご
）

　
　
抽
驚
之
挙
。
臣
於
試
辮
伊
始
。
亦
深
懐
疑
慮
。
恐
其
奉
行
不
善
。
適
以
擾
民
。

⑯
　
「
保
挙
塩
茶
籏
金
屋
退
出
力
官
紳
摺
」
成
嶽
八
年
賜
月
二
三
日
（
『
駆
文
忠
公
奏

　
議
』
二
八
）

　
　
臣
筋
其
随
同
裕
麟
。
体
察
各
処
商
情
。
酌
議
章
程
。
…
…
倣
唐
臣
劉
曇
委
用
士

　
　
流
聖
意
。
三
組
吏
得
・
市
倫
。
訪
択
廉
幹
士
紳
。
資
以
薪
水
。
令
其
随
同
委
員
。

　
　
赴
局
辮
理
。

⑰
　
前
註
⑮

　
　
其
客
貨
経
由
之
地
。
水
次
分
泊
師
船
。
陸
路
派
綴
暴
勇
。
令
其
就
近
。
往
来
巡

　
　
護
。
其
商
賛
輻
軽
之
区
。
専
駐
水
陸
練
勇
。
以
資
鎮
匠
。
偉
知
出
驚
金
。
以
少

　
　
佐
田
儲
。
認
可
籍
麓
金
。
而
保
全
資
本
。

⑱
「
湖
南
茶
葉
落
地
税
請
照
通
商
条
款
微
収
子
税
摺
」
同
治
元
年
二
月
＝
一
艮

　
（
『
毛
尚
書
奏
稿
』
巻
五
）

　
　
湖
南
窮
僻
省
分
。
向
与
広
西
・
費
州
。
同
期
搭
壌
。
而
用
兵
較
劇
。
籠
餉
転
多
。

　
　
…
…
研
二
言
局
。
体
薄
情
形
。
不
拘
一
例
。
選
器
量
正
員
紳
。
分
別
委
任
収
支
。

　
　
一
帰
実
際
。
責
成
府
県
。
以
稽
査
弾
圧
之
力
。
毫
不
仮
手
丁
得
。
以
清
流
弊
。

　
　
湖
南
財
賦
。
較
広
東
・
蟹
江
。
争
差
百
倍
。
而
籏
税
一
項
。
所
得
反
較
多
者
。

　
　
此
其
義
解
。

⑲
「
湖
南
響
岩
局
条
照
旧
義
理
疏
」
同
治
二
年
二
月
（
『
湖
南
蔽
務
彙
纂
』
巻
｛
、

　
奏
案
一
、
遊
金
）
。

⑳
　
拙
稿
「
清
代
湖
広
の
水
稲
作
と
棉
業
」
『
史
林
』
七
〇
巻
六
号
、
　
九
八
七
年
。

⑳
拙
稿
「
糊
代
江
南
の
牙
行
」
『
東
洋
学
報
』
七
圏
巻
丁
曇
日
、
一
九
九
三
年
。

81 （747）



二
　
地
方
的
徴
収
の
整
理

82　（748）

　
威
豊
年
間
、
財
政
再
建
に
着
手
し
て
い
た
各
省
督
撫
が
ま
つ
先
に
整
理
の
対
象
と
し
た
の
は
、
民
衆
に
と
っ
て
重
負
担
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
國
家
財
政
に
は
全
く
寄
与
し
て
い
な
い
地
方
酌
微
収
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
地
方
的
徴
収
の
裁
革
を
中
心
と
し
た
所
謂
賦
税
改
革
の
実
施

状
況
に
つ
い
て
、
湖
北
・
湖
南
及
び
両
省
と
比
較
す
る
た
め
江
西
の
童
省
を
と
り
あ
げ
、
検
討
す
る
。

（
1
）
　
湖
北
省
の
賦
税
改
革

　
湖
北
省
で
賦
税
改
革
を
断
行
し
た
の
は
、
螢
金
・
牙
帖
掴
を
導
入
し
た
胡
林
野
で
あ
っ
た
。
野
里
六
年
（
一
八
五
六
）
当
時
、
同
省
で
は
太
平

天
国
に
対
す
る
軍
事
費
を
丹
薬
・
牙
帖
・
楚
金
に
依
存
し
て
い
た
が
、
轡
形
や
私
業
が
横
行
し
、
野
乗
効
率
は
低
か
っ
た
。
そ
こ
で
胡
林
翼
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

先
ず
官
爵
で
の
規
礼
応
酬
慣
行
を
厳
禁
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
痛
感
し
た
。
　
こ
の
認
識
は
、
次
い
で
漕
運
に
も
適
用
さ
れ
る
。
威
豊
七
年

（｛

ｪ
五
七
）
一
〇
月
、
彼
は
、
湖
北
で
は
漕
弊
が
深
刻
化
し
て
お
り
、
一
石
あ
た
り
の
折
価
（
貨
幣
換
箕
）
が
少
な
い
州
県
で
も
銭
五
～
六
串
、
多

い
州
県
だ
と
一
八
～
九
鵡
に
達
し
て
い
る
状
況
を
報
告
し
、
そ
の
原
因
を
脊
吏
の
随
規
需
索
・
官
僚
の
規
礼
蹟
送
体
系
に
求
め
た
。
浮
収
を
禁

止
し
、
民
間
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
に
は
「
冗
費
」
即
ち
随
規
・
規
費
を
革
除
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
が
彼
の
出
し
た
結
論
で

　
　
②

あ
っ
た
。

　
成
豊
帝
の
裁
可
を
得
た
胡
林
翼
は
、
示
諭
し
て
、
①
従
来
道
府
や
各
級
衙
門
が
授
受
し
て
い
た
漕
規
や
房
費
・
差
費
な
ど
の
薬
礼
膿
送
を
禁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

止
す
る
、
②
糧
戸
か
ら
聞
酒
・
粥
票
・
様
米
・
号
銭
な
ど
の
名
昌
で
需
索
さ
れ
て
い
た
晒
規
を
禁
止
す
る
、
と
命
じ
た
。
同
時
に
、
糧
差
の
浮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

収
を
黙
認
し
た
暑
荊
門
直
隷
州
知
州
の
解
任
を
上
申
し
、
地
方
官
の
綱
紀
粛
正
を
図
っ
て
い
る
。

　
だ
が
、
こ
れ
ま
で
随
規
需
索
・
規
礼
簾
送
慣
行
が
必
要
悪
と
し
て
黙
許
さ
れ
て
き
た
の
は
、
得
役
・
官
僚
へ
の
給
与
や
行
政
経
費
が
固
定
的

か
っ
過
少
に
設
定
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
こ
れ
を
完
全
に
廃
絶
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
は
、
漕
糧
（
威
豊
三
年
よ
り
折
銀
）
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を
制
銭
で
折
価
す
る
際
、
州
県
の
必
要
経
費
を
あ
る
程
度
含
め
て
徴
収
す
る
こ
と
を
認
め
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

北
省
漕
務
章
程
を
要
約
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

威
豊
八
年
（
一
八
五
八
）
六
月
に
制
定
さ
れ
た
湖

（
1
）
　
糧
道
に
各
州
県
の
徴
収
実
数
を
調
査
さ
せ
る
と
と
も
に
、
在
地
の
紳
誉
に
納
得
の
ゆ
く
折
価
額
を
公
議
申
請
さ
せ
る
。
申
請
定
額
が
妥
墨
で
あ
る
と

　
　
判
断
さ
れ
れ
ば
、
巡
撫
が
そ
れ
を
公
認
す
る
。
折
価
額
は
毎
口
銭
四
〇
〇
〇
文
か
ら
六
五
〇
〇
文
の
範
囲
内
に
収
敏
さ
せ
る
（
各
州
県
の
定
額
は
表
2

　
　
に
列
記
）
。
州
県
が
定
額
を
超
え
て
徴
収
す
る
こ
と
を
厳
禁
す
る
と
と
も
に
、
各
郷
に
改
定
章
程
を
勒
更
し
て
、
広
く
告
知
さ
せ
る
。

（
2
）
　
北
漕
の
免
運
費
は
、
当
面
道
庫
に
収
貯
し
、
軍
餉
に
充
当
す
る
。

（
3
）
　
爾
糧
の
折
解
折
放
余
銀
は
減
額
し
て
帰
公
す
る
。

（
4
）
　
漕
縫
・
南
縫
の
水
脚
費
は
減
額
し
て
帰
公
す
る
。

（
5
）
　
州
県
の
冗
費
を
全
廃
す
る
。
こ
れ
ま
で
糧
道
と
そ
の
属
僚
は
、
毎
年
百
数
十
両
か
ら
下
墨
百
両
も
の
漕
規
を
餓
送
さ
れ
て
い
た
。
司
道
府
庁
の
書
吏

　
　
も
、
数
十
両
か
ら
数
百
両
の
単
費
・
年
規
を
受
け
取
っ
て
い
た
。
州
県
の
書
差
は
、
辛
工
・
飯
食
・
紙
張
な
ど
の
名
目
で
腰
規
を
需
索
し
て
い
る
が
、

　
　
そ
の
大
半
は
上
級
官
吏
へ
餓
製
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
浮
華
を
厳
禁
す
る
た
め
に
は
、
先
ず
一
切
の
規
礼
授
受
を
裁
堆
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
6
）
　
州
県
は
漕
磁
を
全
額
徴
収
し
、
旛
空
（
欠
損
）
を
出
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
以
上
六
条
の
内
、
最
も
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
は
（
1
）
と
（
5
）
で
あ
ろ
う
。
胡
林
分
は
（
1
）
で
、
州
県
の
必
要
経
費
を
漕
糧
か
ら
徴
収
す
る
こ
と

を
一
定
の
範
囲
内
で
認
め
て
い
る
。
そ
し
て
漕
米
一
石
あ
た
り
の
折
価
額
を
嘉
事
層
の
代
表
者
と
兇
倣
さ
れ
る
紳
士
霊
魂
ら
が
自
主
的
に
算
定

し
、
こ
れ
を
彼
が
認
可
す
る
と
い
う
過
程
を
踏
む
こ
と
に
よ
り
、
在
地
有
力
者
と
の
合
意
形
成
に
も
配
慮
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
一
方
彼
は

（
5
）
で
、
州
県
の
上
級
官
庁
へ
の
規
礼
搬
送
を
全
面
的
に
禁
止
し
て
い
る
。
州
県
の
行
政
経
費
を
漕
糧
折
価
の
中
に
組
み
込
み
、
規
並
倉
送
体

系
を
破
壊
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
脊
役
の
需
索
を
押
さ
え
込
み
、
そ
の
結
果
と
し
て
糎
戸
の
負
革
が
大
幅
に
軽
減
さ
れ
、
徴
税
効
率
を
向
上
さ
せ

る
と
い
う
の
が
、
湖
北
省
賦
税
改
革
の
骨
子
で
あ
っ
た
。

　
そ
れ
で
は
、
霜
林
翼
の
政
策
は
ど
の
程
度
支
持
さ
れ
、
ど
の
程
度
効
果
を
発
揮
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
従
来
の
賦
税
改
革
研
究
は
、
政
策
実
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惚
者
側
の
遺
し
た
史
料
か
ら
そ
の
成
否
を
論
じ
る
傾
向
が
強
く
、
州
県
や
在
地
社
会
の
反
応
に
つ
い
て
は
、
殆
ど
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

だ
が
、
督
出
撃
の
史
料
だ
け
か
ら
成
果
を
判
断
す
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
。
州
県
や
民
衆
の
反
応
を
直
接
知
る
手
掛
り
は
残
さ
れ
て
い
な
い
の

で
、
本
稿
で
は
地
方
志
の
記
載
に
依
り
、
間
接
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
る
。

　
地
方
志
は
州
県
官
や
在
地
知
識
人
が
中
心
と
な
っ
て
自
発
的
に
編
纂
す
る
書
物
で
あ
り
、
基
本
的
な
パ
タ
ー
ン
は
あ
る
が
、
記
述
の
ス
タ
イ

ル
や
精
度
は
一
定
で
は
な
い
。
し
か
し
清
末
の
州
県
志
は
点
数
が
多
い
の
で
、
あ
る
程
度
の
傾
向
性
は
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
多

数
の
地
方
志
に
改
革
の
記
述
が
残
さ
れ
、
現
地
の
動
向
が
具
体
的
に
描
か
れ
て
い
る
も
の
も
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
な
ら
、
改
革
の
実
効
性
の

高
さ
が
裏
付
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
逆
に
記
述
が
乏
し
く
画
一
的
で
あ
れ
ば
、
改
革
が
在
地
レ
ベ
ル
で
は
空
文
化
し
て
い
た
疑
い
が
持
た
れ

る
。　

威
豊
七
年
の
湖
北
馬
糧
改
革
は
、
同
治
・
光
緒
年
間
に
刊
行
さ
れ
た
州
県
志
の
大
半
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
表
現
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
は

い
る
が
、
胡
林
翼
の
認
定
し
た
折
価
額
と
州
県
志
に
記
さ
れ
た
数
値
と
は
　
致
す
る
。
表
2
は
、
各
州
漿
の
折
価
額
と
地
方
志
の
記
録
の
有
無

（註）折価額は本文註⑤所載の数値に拠る。
　　但し当陽梨については，胡林翼の奏文
　　に記載がない。カッコ内の数値は，同
　　治『当陽県志』所載の数値である。ま
　　た天門生については，威豊以降刊行さ
　　れた地方志が現存しないため，記載の
　　有無は不明。
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表2　湖北各州県の自評折価畑

地方志の記載

圃治志，巻3

光緒志，巻4

光緒志，巻4

言劇界なし

同治志，巻2

同治志，巻4

岡治志，巻8

記載なし

記載なし

同治志，巻3

同治志，巻8

同治志，巻工0

岡治志巻4
光緒志，巻3

組緒志，巻4

光緒志，巻4

光懇志，巻15

光二二，巻5

光急調，巻4

光緒志，巻4

同治志，巻3

光懇志，巻9

府　州　県1折価額（文）

二

二

府

江夏
武闘
二二
嘉魚
蒲所
轄陽
通城
興國州

大姦
通山

6，500

4，4eo

5，500

5，500

s，ooe

4，000

4，000

4，100

5，000

4，800

5，000

4，200

5，800

5，800

4，000

陽
川
阪
感
州

　
　
　
　
陽

漢
漢
黄
蚕
篭

漢
華
府

4，500

4，500

4，soe

4，soe

4，500

4，500

s，ooe

5，000

腿
梅
州
弱
水
済

黄
黄
新
羅
無
漏

黄
　
州
　
府

記載なし

光緒憲，巻2

光緒志，巻3

同治志，巻10

詞治志，巻16

光器量，巻12

同治志，巻3

同治志，巻3

同治志，巻4

同治志，巻3

威豊志，巻1

同治志，巻4

5，600

5，800

5，800

6，500

6，soe

潜戴
天国

安陸
螢■lt・一
軍く　2ア

応城
随州
鷺山

安
陸
府

徳
安
府

s，ooe

5，000

5，000

s，eoo

4，500

4，800

（4，400）

陵
安
着
利
滋

江
耳
石
監
松

荊
州
府

非611馨グ・i¶

当　陽

判
門
州



清代後期湖広における財政改革（山本）

を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
大
多
数
の
有
爵
州
県
で
は
地
方
志
の
中
で
も
漕
糧
改
革
に
つ
い
て
触
れ
て
お
り
、
関

　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

心
の
高
さ
が
窺
わ
れ
る
。

　
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
多
く
の
地
方
志
は
胡
林
翼
の
告
示
を
要
約
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
が
、
中
に
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
事
象
に
触
れ
て
い

る
も
の
も
存
在
す
る
。
光
緒
『
羅
田
県
志
』
に
よ
れ
ば
、
同
県
で
は
改
革
に
よ
り
漕
弊
が
一
掃
さ
れ
、
人
民
は
大
い
に
喜
ん
だ
が
、
太
平
天
国

終
患
後
、
本
色
徴
収
に
復
帰
さ
せ
る
方
針
が
出
さ
れ
る
と
、
官
民
は
こ
れ
に
強
く
抵
抗
し
た
。
同
治
末
の
知
県
管
胎
葵
は
、
も
し
本
色
に
戻
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

れ
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
官
紳
が
共
同
で
督
撫
に
陳
情
し
、
麻
城
や
黄
安
に
倣
い
再
度
折
色
に
変
更
し
て
貰
う
べ
き
だ
と
書
き
遣
し
て
い
る
。
漕

糧
改
革
が
糧
戸
か
ら
強
い
支
持
を
受
け
、
知
県
も
こ
れ
に
賛
同
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
但
し
、
隠
田
な
ど
が
新
た
に
課
税
対
象
と
な

る
土
地
丈
量
に
対
し
て
は
、
糧
戸
は
反
発
し
た
。
同
治
『
監
龍
宮
志
』
に
よ
れ
ば
、
胡
林
翼
は
威
豊
七
年
、
減
磁
と
併
せ
て
丈
量
を
断
行
し
よ

う
と
し
た
。
し
か
し
清
丈
は
悪
政
と
見
倣
さ
れ
、
数
か
月
を
経
て
も
実
施
に
移
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
翌
八
年
、
知
県
吉
雲
呑
は
城
内
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

総
局
を
設
置
し
、
郷
紳
を
招
聰
し
た
が
、
出
仕
す
る
者
は
い
な
か
っ
た
。
同
県
の
濤
丈
は
結
局
強
行
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
胡
林
翼
が
清
丈
を

指
令
し
た
こ
と
は
彼
の
心
馳
や
他
の
地
方
志
に
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
焼
塩
的
に
は
殆
ど
計
画
倒
れ
に
終
わ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
威
豊
七
年
、
巡
撫
胡
蟻
溝
に
よ
る
、
湖
北
有
漕
州
県
で
の
漕
糧
の
銭
納
定
額
化
政
策
は
、
ほ
ぼ
全
て
の
州
県
志
に
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
成
功
し
た
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。
土
地
丈
量
と
の
併
用
も
試
み
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
失
敗
し
た
。
漕
糧
折
銭
は
太
平
天

国
以
降
も
堅
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
胡
林
学
の
改
革
で
漕
糧
の
付
加
徴
収
に
基
づ
く
規
礼
鑛
送
体
系
は
そ
の
存
在
意
義
を
失
い
、
概
ね
革

除
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
糧
道
や
知
立
な
ど
の
既
得
権
益
は
大
幅
に
縮
小
さ
れ
、
民
衆
の
負
担
軽
減
に
よ
っ
て
藪
金
の
徴
収

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

が
容
易
に
な
り
、
督
撫
に
よ
る
財
政
集
権
化
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。

（
2
）
　
湖
南
雀
の
賦
税
改
革

一
方
湖
南
省
で
は
、
巡
撫
騎
乗
章
に
よ
り
、
湖
北
に
若
干
先
行
し
て
賦
税
改
革
が
実
施
さ
れ
た
。
そ
の
対
象
も
、
漕
糧
に
と
ど
ま
ら
ず
地
丁
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を
も
含
め
た
包
括
的
・
本
格
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
先
ず
改
革
の
推
移
に
つ
い
て
概
見
し
よ
う
。

　
威
豊
五
年
（
一
八
五
五
）
、
騎
粟
谷
は
有
漕
の
州
県
に
漕
規
（
漕
糧
徴
収
に
お
け
る
随
規
）
の
裁
汰
を
命
令
し
た
。
し
ば
ら
く
し
て
湘
潭
県
の
挙
人

周
覧
南
ら
が
布
政
司
に
呈
請
し
、
銭
糧
徴
収
章
程
の
制
定
を
求
め
た
。
布
政
司
は
彼
ら
を
湘
潭
県
に
送
還
し
た
が
、
彼
ら
は
次
に
掻
撫
に
呈
請

し
、
布
政
司
・
糧
道
に
章
程
の
審
理
を
指
示
し
て
欲
し
い
と
懇
願
し
た
。
同
年
一
〇
月
、
周
ら
は
再
度
巡
撫
の
許
に
赴
き
、
二
丁
額
微
一
両
に

つ
き
実
理
を
一
両
四
銭
に
、
弓
鋸
額
微
一
石
に
つ
き
折
銀
蕪
両
（
内
訳
は
漕
面
折
銀
一
両
三
銭
、
軍
餉
一
両
三
銭
、
県
費
用
四
銭
）
に
定
額
化
す
る
改

革
草
案
を
提
出
し
た
。
酪
榮
章
は
こ
れ
を
襲
撃
章
程
と
し
て
公
認
す
る
と
と
も
に
、
上
塗
の
完
納
を
命
じ
た
。
そ
の
後
、
長
沙
や
善
化
で
も
章

程
請
願
の
気
運
が
高
ま
っ
た
が
、
署
善
化
知
要
素
廷
栄
は
差
役
を
遣
わ
し
、
こ
れ
を
阻
止
し
た
。
そ
こ
で
善
化
県
の
紳
民
十
余
人
は
、
一
二
月

一
日
夕
刻
巡
撫
衙
門
に
到
り
、
早
知
県
が
差
役
を
使
っ
て
妨
碍
し
た
こ
と
を
直
訴
し
た
。
一
一
一
月
三
日
、
今
度
は
糧
道
謝
煙
が
来
劃
し
、
た
と

え
地
丁
・
漕
糧
を
減
額
し
て
も
完
納
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
し
、
長
男
章
程
の
よ
う
に
一
定
の
付
加
徴
収
を
公
認
す
る
こ
と
は
、
戸
部

嘉
例
に
違
反
す
る
こ
と
に
な
る
と
難
詰
し
た
。
こ
れ
に
対
し
酪
乗
章
は
、
減
額
し
て
も
完
納
で
き
な
い
の
な
ら
、
増
額
即
ち
隔
規
を
黙
認
し
た

ま
ま
で
の
原
額
徴
収
を
継
続
す
れ
ぼ
、
尚
更
完
納
で
き
な
い
は
ず
で
あ
り
、
も
し
こ
こ
で
減
賦
を
実
施
し
な
け
れ
ば
、
本
年
の
銭
糧
は
分
子
も

集
ま
ら
な
い
で
あ
ろ
う
と
反
論
し
た
。
こ
の
時
、
糧
道
と
按
察
司
は
兼
任
で
あ
っ
た
の
で
、
酪
乗
章
は
謝
燈
を
按
察
司
専
管
と
し
て
財
政
問
題

か
ら
遠
ざ
け
、
糧
道
に
は
野
人
を
充
て
た
。
ま
た
、
善
化
知
県
謝
廷
栄
は
解
任
さ
れ
た
。
五
日
、
要
点
は
再
び
来
庁
し
た
が
、
酪
乗
章
は
彼
と

会
見
し
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
長
沙
・
善
化
・
南
郷
・
益
陽
（
以
上
長
沙
府
）
・
衡
陽
・
衡
山
（
以
上
衡
州
府
）
の
各
県
で
は
、
湘
潭
に
倣
っ
て
銭
漕

章
程
が
墨
請
さ
れ
、
各
々
騎
聚
章
に
よ
り
認
可
さ
れ
た
。
な
お
、
慰
籍
県
の
挙
人
周
燥
南
は
、
手
弁
当
で
各
郷
を
遍
歴
し
、
酪
巡
撫
の
御
恩
に

報
い
る
べ
く
我
々
も
銭
糧
・
漕
米
を
完
納
し
よ
う
と
糧
戸
に
呼
び
か
け
た
の
で
、
薫
習
県
で
は
＝
一
月
中
に
銭
糧
一
〇
万
両
が
納
付
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

…
以
上
が
銭
漕
章
程
導
入
に
到
る
経
緯
で
あ
る
。

　
銭
漕
減
額
・
章
程
制
定
に
対
す
る
各
人
の
反
応
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
利
害
を
反
映
し
て
、
大
き
く
異
な
っ
た
。
巡
無
は
輿
望
の
確
保
と
い
う
焦

眉
の
課
題
に
対
処
す
る
た
め
、
無
制
限
の
晒
規
需
索
を
禁
止
し
、
糧
戸
が
受
容
で
き
る
レ
ベ
ル
ま
で
額
外
徴
収
を
圧
縮
し
よ
う
と
図
っ
た
。
こ

86 （752）



清代後期湖広における財政改革（山本）

れ
に
対
し
、
規
礼
鰻
送
に
よ
る
利
益
を
削
減
さ
れ
る
糧
道
や
州
県
官
は
、
強
く
抵
抗
し
た
。
一
方
、
在
地
郷
重
層
は
こ
れ
を
歓
迎
し
、
周
挙
人

の
よ
う
に
自
ら
民
衆
の
説
得
に
当
た
る
老
も
い
た
。
巡
謙
が
郷
士
層
と
手
を
握
り
、
民
衆
と
の
合
意
形
成
を
図
る
一
方
、
地
方
宮
の
妨
害
を
排

除
す
る
こ
と
で
賦
税
改
革
は
実
現
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
各
県
で
章
程
が
軌
道
に
乗
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
騎
乗
章
は
、
威
豊
八
年
（
一
八
五
八
）
四
月
、
銭
漕
整
理
を
上
奏
し
た
。
こ
こ
で
彼
は
、
州

県
は
曲
玉
が
少
な
く
、
銭
漕
か
ら
の
食
立
・
婚
礼
徴
収
に
よ
り
公
私
の
必
要
経
費
を
賄
わ
ね
ぼ
な
ら
な
い
現
状
を
薩
視
し
、
地
方
的
微
収
の
全

廃
に
は
参
成
し
な
い
。
さ
り
と
て
、
国
家
の
側
か
ら
墨
継
を
組
み
込
ん
だ
霜
曇
額
を
設
定
す
る
と
、
地
方
官
や
妄
信
は
、
新
規
定
額
の
外
で
更

に
廼
規
を
付
加
す
る
恐
れ
が
あ
る
。
そ
う
こ
う
す
る
う
ち
、
各
漿
の
士
民
が
自
ら
証
徴
額
を
墨
示
し
て
き
た
の
で
、
妥
当
な
案
に
つ
い
て
は
こ

れ
を
承
認
し
、
宮
民
の
一
方
に
偏
し
た
案
に
つ
い
て
は
駁
回
し
、
適
切
な
額
に
修
正
さ
せ
て
認
可
し
た
。
こ
う
し
て
数
か
月
で
章
程
が
制
定
さ

　
⑫

れ
た
。
こ
れ
が
上
奏
の
要
旨
で
あ
る
。
夜
宴
が
合
意
で
き
る
額
で
新
基
準
を
自
発
的
に
決
定
さ
せ
た
こ
と
が
、
酪
乗
章
の
賦
税
改
革
を
成
功
に

導
い
た
主
因
で
あ
る
こ
と
が
、
こ
こ
で
も
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
方
法
は
、
胡
林
翼
の
湖
北
漕
糧
改
革
で
も
踏
襲
さ
れ
た
。
な
お
、
湖
南
で
も
同

治
初
頭
、
漕
運
の
再
開
に
伴
い
、
漕
糧
の
本
色
徴
収
へ
の
復
帰
が
企
て
ら
れ
た
が
、
時
の
湖
南
巡
落
毛
鴻
賓
は
こ
れ
に
反
対
し
、
酪
藁
章
の
改

　
　
　
　
　
　
　
⑬

革
路
線
を
堅
持
し
た
。

　
酪
繋
章
の
改
革
は
、
糧
戸
・
郷
紳
層
か
ら
は
支
持
を
得
た
が
、
地
方
宮
か
ら
は
反
発
を
受
け
た
。
次
に
湖
北
の
例
に
倣
い
、
地
方
志
の
記
述

か
ら
各
地
の
実
施
状
況
を
検
討
し
よ
う
。

　
長
沙
府
で
は
、
酪
繋
章
の
挙
げ
た
湘
潭
・
長
沙
・
善
化
・
寧
郷
・
固
織
蔵
回
の
他
、
醗
陵
県
で
も
銭
漕
章
程
制
定
の
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。

衡
州
府
で
は
、
衡
陽
県
志
に
は
記
録
が
あ
っ
た
が
、
衡
山
県
志
に
は
な
か
っ
た
。
湖
南
で
は
こ
の
他
、
改
革
に
つ
い
て
触
れ
た
地
方
志
は
見
当

ら
な
か
っ
た
。

　
湘
潭
県
で
は
、
従
来
知
照
が
漕
規
・
漕
釣
な
ど
の
随
規
を
徴
収
し
、
知
府
・
糧
道
に
歳
暮
と
し
て
毎
年
六
〇
〇
両
、
同
知
以
下
に
も
勢
力
に

応
じ
て
数
両
か
ら
百
両
を
回
送
し
て
い
た
。
重
役
・
興
銀
も
ま
た
、
解
費
・
房
費
な
ど
必
要
経
費
の
他
、
様
々
な
埋
草
を
需
索
し
て
い
た
。
か
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か
る
重
負
担
に
対
し
、
既
に
道
光
末
、
墨
譜
培
に
よ
っ
て
浮
収
の
禁
止
が
要
請
さ
れ
た
が
、
愚
蒙
章
の
改
革
に
よ
り
実
現
を
見
た
。
更
に
光
緒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

一
〇
年
（
～
八
八
四
）
、
知
県
李
元
善
・
沈
錫
周
に
よ
り
「
結
糧
鳳
が
廃
止
さ
れ
、
賦
税
改
革
は
完
了
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
湘
潭
章
程
に
次
い
で
、
長
沙
・
善
化
で
も
章
程
が
制
定
さ
れ
た
が
、
こ
れ
に
続
い
て
寧
郷
で
も
、
生
員
黄
甫
山
・
挙
人
揚
文
鵬
ら
の
運
動
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

よ
り
銭
轡
整
理
が
実
施
さ
れ
た
。
書
成
豊
六
年
（
一
八
五
六
）
に
は
、
運
動
は
益
陽
に
も
飛
び
落
し
、
唐
晋
ら
が
先
行
四
県
に
倣
っ
て
章
程
の
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

定
を
請
い
、
認
可
さ
れ
た
。
酷
陵
で
も
、
道
光
年
間
よ
り
匡
光
文
が
漕
弊
を
訴
え
て
い
た
が
、
騎
乗
章
の
改
革
指
示
後
、
生
員
劉
雲
輝
ら
が
章

程
の
調
性
を
請
、
興
し
、
認
め
ら
れ
た
。
な
お
、
改
革
は
一
時
的
に
中
断
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
岡
治
三
年
（
一
八
六
四
）
、
巡
撫
揮
世
臨
が
再
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

各
県
の
章
程
を
復
活
さ
せ
、
減
賦
を
実
施
し
て
い
る
。
衡
陽
は
漕
糧
が
少
な
い
た
め
、
浮
費
も
湘
潭
の
十
分
の
一
以
下
で
あ
っ
た
が
、
酪
乗
章

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
よ
り
定
額
化
が
断
行
さ
れ
た
。

　
そ
の
他
の
州
漿
で
は
、
地
方
志
に
銭
漕
の
定
額
化
が
行
わ
れ
た
と
い
う
記
載
が
な
い
。
し
か
し
、
威
福
三
年
（
一
八
五
三
）
太
平
天
国
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

漕
運
の
停
止
に
伴
い
、
酪
乗
章
が
漕
米
一
石
を
銀
一
両
三
銭
に
折
価
し
た
こ
と
は
、
多
く
の
地
方
志
に
記
録
さ
れ
て
お
り
、
史
料
と
し
て
の
信

頼
性
は
決
し
て
低
く
な
い
。
や
は
り
賦
税
改
革
の
実
施
は
、
長
沙
・
衡
州
両
府
下
の
七
乃
至
八
県
に
限
ら
れ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
、
常
徳
府
武
甘
気
で
は
、
兵
穀
五
〇
〇
〇
石
が
賦
課
さ
れ
て
い
た
が
、
道
光
年
問
に
脊
吏
の
需
索
が
激
し
く
な
り
、
地
丁
一
両
に
っ
き

銭
七
〇
〇
～
八
○
○
文
が
擁
派
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
道
光
二
八
年
（
一
八
四
八
）
、
三
文
嵐
・
楊
欝
欝
・
陳
鴻
業
ら
が
相
次
い
で
毎

両
銭
二
〇
〇
文
へ
の
引
き
下
げ
を
訴
え
、
威
豊
二
年
（
一
八
五
二
）
、
知
梁
胡
鋪
に
よ
り
実
現
さ
れ
た
。
威
豊
四
年
、
太
平
天
国
の
擾
乱
で
条
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

は
紛
失
し
た
が
、
威
豊
八
年
、
費
府
彰
汝
踪
の
請
に
よ
り
、
巡
撫
酪
藁
章
・
布
政
使
文
格
が
再
度
浮
収
を
裁
上
し
た
。
賦
税
改
革
と
は
直
接
関

係
の
な
い
事
例
で
あ
る
が
、
地
方
的
徴
収
は
道
光
頃
か
ら
様
々
な
場
面
で
深
刻
化
し
て
お
り
、
酪
乗
章
も
そ
れ
ら
の
整
理
に
積
極
的
姿
勢
を
示

し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

　
胡
林
翼
も
騎
乗
章
も
、
螢
金
や
言
論
な
ど
新
た
な
国
家
的
徴
収
を
推
進
す
る
た
め
に
は
、
先
ず
地
盤
・
漕
糧
な
ど
既
存
の
徴
税
に
付
着
し
た

随
規
需
索
・
規
礼
寒
返
体
系
を
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
認
識
し
、
太
平
天
国
に
対
す
る
軍
装
確
保
を
横
粁
と
し
て
、
湖
北
・
湖
南
両
省
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で
賦
税
改
革
を
断
行
し
た
。
そ
の
内
容
は
、
両
省
と
も
、
銭
轡
に
付
随
す
る
各
種
の
晒
規
を
廃
止
し
、
薄
層
の
協
力
を
得
て
各
州
県
で
地
方
的

経
費
を
含
め
た
現
実
的
な
賦
課
額
を
公
定
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
両
省
の
改
革
を
比
較
す
る
と
、
湖
南
が
湖
北
に
先
行
し
て
お
り
、
湖
北
が

謎
解
に
限
定
し
た
の
に
対
し
、
湖
南
は
地
界
・
漕
糧
と
も
改
革
の
対
象
に
し
て
い
る
。
し
か
し
、
地
方
志
の
記
載
か
ら
そ
の
実
施
状
況
を
検
討

す
る
と
、
湖
北
改
革
が
省
内
有
事
州
県
の
ほ
ぼ
全
て
で
確
認
で
き
る
の
に
対
し
、
湖
爾
改
革
は
怪
怪
近
郊
の
七
～
八
部
で
し
か
確
認
で
き
ず
、

湖
北
よ
り
不
徹
底
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
湖
南
省
周
辺
部
で
の
地
方
的
徴
収
の
整
理
は
、
光
緒
以
降
に
持
ち
越
さ
れ
る
（
第
三
章
で
詳
述
）
。

（
3
）
　
江
西
省
の
賦
税
改
革

清代後期湖広における財政改革（山本）

　
湖
北
と
湖
爾
と
の
相
違
を
よ
り
明
確
に
す
る
た
め
、
こ
こ
で
湖
南
よ
り
商
品
生
産
が
更
に
遅
れ
て
い
た
と
想
定
さ
れ
る
江
西
の
賦
税
改
革
に
．

つ
い
て
検
討
し
よ
う
。
江
西
で
は
威
豊
一
一
年
（
一
八
六
一
）
九
月
、
太
平
天
国
の
勢
力
を
駆
逐
し
た
後
、
両
江
総
督
粟
国
藩
が
弁
難
の
例
に
倣

い
、
馬
丁
・
漕
糧
の
減
額
と
折
価
を
実
施
し
た
。
折
価
額
は
繋
累
画
一
で
、
当
初
は
地
丁
一
両
に
つ
き
挙
銭
工
四
〇
〇
文
、
漕
米
一
石
に
つ
き

折
銭
儲
〇
〇
〇
文
に
設
定
さ
れ
て
い
た
が
、
同
治
元
年
（
一
八
六
二
）
銭
価
の
下
落
に
よ
り
折
銀
化
さ
れ
、
地
織
一
両
を
筆
管
銀
一
両
五
銭
に
、

漕
米
一
石
を
折
銀
一
両
九
銭
に
改
め
ら
れ
た
。
そ
の
軽
銀
価
が
低
落
し
た
の
で
、
再
度
折
銭
徴
収
に
戻
さ
れ
た
。
そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
の
政
策

は
、
州
県
レ
ベ
ル
で
実
行
に
移
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
江
西
省
に
は
同
始
末
頃
に
刊
行
さ
れ
た
地
方
志
が
多
数
存
在
し
、
改
革
の
成
否
を
検
証
す
る
重
要
な
指
標
と
な
り
得
る
。
と
こ
ろ
が
、
調
査

総
数
八
九
点
（
同
治
志
七
四
点
、
光
緒
志
一
〇
点
、
民
国
志
五
点
）
の
う
ち
、
改
革
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
も
の
は
約
四
分
の
一
の
二
三
点
、
府
志
及

び
一
県
二
志
の
重
複
事
例
を
除
く
と
僅
か
一
八
州
県
志
に
過
ぎ
ず
、
地
域
的
に
も
分
散
し
て
い
る
。
ま
た
、
他
の
地
方
志
の
記
述
を
そ
の
ま
ま

転
載
す
る
だ
け
の
も
の
も
多
く
、
上
陽
県
志
と
万
年
県
志
は
同
文
、
臨
江
府
志
・
清
江
県
志
・
新
年
県
志
・
新
喩
県
志
・
貴
翰
県
志
・
広
豊
野

志
・
盧
陵
県
界
（
同
治
志
・
民
国
志
）
・
永
豊
県
志
も
間
文
（
倶
し
新
守
更
湯
の
み
若
干
異
な
る
）
で
あ
る
。
営
養
と
は
異
な
り
、
賦
税
改
革
が
全
省
画

一
的
に
実
施
さ
れ
た
た
め
、
他
志
か
ら
の
引
用
は
あ
る
程
度
起
こ
り
得
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
不
思
議
な
こ
と
に
、
折
銭
・
折
銀
の
実
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表3　地方志から見た江西賦税改革

成10　成11　同1　　同2　　　同6　　同7　　同12～　　　　　　　　　　　　　　7

南昌府志 瓢：1

南昌県志
…1…疑1で一：…区；≒：∵1鎧鰻・・．．　　　　「　　　冒

＝「一1．＝

x一『 謫�E

新建県志
警・；髭三1曇∫爵・

奉新県志
『㌧：一∴＝

E』

F・∫・＝．1∵こ＿　　　＿・

鄙陽県志①

徳興県志
貴渓県志②

一　n一　”　　　」『

A－
P陶一＝・・＝

湖口爾志 熊欝∬濡∴：即落：ll：

・・

P…・，∴

南豊心志 ・一－ 黶w
E、、『

撫州府志
1穏⊇．ほ二二」ヒ’．．

臨川県志
ご∵㌧．；5’：担・：＝＝．・・ ．＝、：・7．「㌧　・
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（註）①　万年県志を含む。

　　　②　臨江府志・清江県志・新澄県志・新楽部志

　　　　　広照照志・塵陵県志・永豊県志を含む。

施
年
次
は
、
地
方
志
に
よ
っ
て
相
当
の
ば
ら
つ
き
が
あ

る
（
表
3
）
。

　
そ
も
そ
も
江
西
の
賦
税
改
革
は
、
折
価
額
が
全
省
一

律
で
、
督
撫
よ
り
一
方
的
に
通
達
さ
れ
て
お
り
、
在
地

の
糧
戸
・
紳
士
層
と
の
合
意
形
成
は
全
く
な
さ
れ
な
か

っ
た
。
一
方
、
湖
南
の
改
革
で
も
見
ら
れ
た
よ
う
に
、

州
県
官
は
折
価
に
よ
る
浮
収
削
減
を
好
ま
ず
、
消
極
的

抵
抗
を
行
っ
た
こ
と
は
十
分
予
想
で
き
る
。
地
方
志
に

あ
ま
り
記
録
さ
れ
ず
、
数
少
な
い
記
載
に
つ
い
て
も
施

行
時
期
の
誤
差
が
大
き
い
こ
と
は
、
と
り
も
直
さ
ず
、

曾
国
藩
の
改
革
の
指
示
が
州
県
レ
ベ
ル
で
は
空
文
化
さ

れ
、
実
行
に
移
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以
上
、
長
江
中
流
域
三
省
の
賦
税
改
革
に
つ
い
て
、

地
方
志
の
記
述
を
手
掛
り
に
、
実
施
状
況
を
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、
先
行
研
究
と
は
裏
腹
に
、
銭
漕
随
規
改
革
が
成
功
を
収
め
た
地
域
は
、

湖
北
省
の
大
部
分
と
湖
南
省
の
長
沙
近
郊
に
画
定
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
湖
南
省
の
そ
の
他
の
地
域
と
江
西
省
で
は
、
改
革
は
形

骸
化
さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
随
規
の
整
理
が
成
功
し
た
湖
北
省
は
商
品
生
産
の
活
発
な
地
域
で
あ
り
、
細
金
や
牙
下
掲
も
積
極
的
に
導

入
さ
れ
て
い
た
。
一
方
、
湖
南
省
周
縁
部
で
は
商
品
生
産
が
未
発
達
で
、
牙
行
の
活
動
も
あ
ま
り
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
胡
弓
翼
の
改
革
以
降
、
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重代後姫湖広における財政改革（山本）

湖
北
で
は
も
は
や
地
方
的
徴
収
の
整
理
が
課
題
に
上
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
。
光
緒
初
頭
、
山
西
巡
撚
・
両
鶴
総
督
在
任
中
、
山
西
・
広
東
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

差
儲
や
随
規
の
軽
減
、
規
礼
事
実
体
系
の
革
除
、
省
財
政
か
ら
の
公
費
支
給
な
ど
の
財
政
改
革
を
指
令
し
た
騒
乱
洞
も
、
湖
広
総
督
転
任
後
は
、

青
島
・
宜
昌
・
施
南
三
府
に
対
し
、
地
方
行
政
経
費
と
し
て
支
給
さ
れ
る
「
公
款
」
以
外
に
所
属
州
県
よ
り
「
公
費
」
・
「
小
費
」
の
名
農
で
規

礼
の
績
送
を
受
け
る
こ
と
を
厳
禁
し
た
の
を
除
け
ば
、
地
方
的
微
収
に
関
す
る
改
革
を
実
施
し
て
い
な
い
。
こ
れ
に
反
し
、
湖
南
で
は
光
景
以

降
も
大
半
の
地
域
で
地
方
的
徴
収
が
残
存
し
、
再
度
の
改
革
を
必
要
と
し
て
い
た
。

①
　
「
敬
陳
湖
北
兵
夢
幻
治
疏
」
威
厳
六
年
一
二
月
三
日
（
『
胡
文
忠
公
政
刑
』
巻
二
）

　
　
又
如
臼
取
浩
繁
。
不
能
不
取
試
聴
摘
輸
・
電
磁
・
腿
金
。
以
資
小
補
。
報
掲
則

　
　
有
躁
裳
蟹
見
之
費
。
牙
帖
刷
有
勒
索
之
費
。
飯
金
則
有
私
設
之
費
。
其
所
緻
於

　
　
公
老
薄
。
其
所
収
於
藁
蓑
厚
。
…
…
臣
愚
以
為
。
必
需
厳
禁
官
場
応
酬
願
習
。

②
　
「
革
除
漕
務
積
弊
並
福
山
編
章
密
疏
」
威
豊
七
年
「
○
月
一
四
曝
（
『
胡
文
忠
公

　
政
理
』
巻
網
）

　
　
惟
是
湖
北
漕
弊
。
浮
収
之
重
。
実
由
於
冗
費
之
多
。
…
…
其
徴
収
折
色
。
毎
石

　
　
折
収
銭
。
或
五
六
千
。
或
七
八
千
。
或
十
二
三
千
。
或
十
五
六
千
。
覧
有
多
至

　
　
十
八
九
千
者
。
…
…
而
糧
道
有
戸
規
。
本
管
道
府
有
無
規
。
丞
俸
勢
尉
各
官
。

　
　
摂
有
漕
規
。
院
署
有
房
費
。
司
署
有
房
費
。
糧
道
署
及
本
管
道
府
署
書
吏
。
各

　
　
有
房
費
。
此
冗
費
之
在
上
者
也
。
…
…
各
州
避
難
勒
折
浮
収
。
円
価
所
得
半
。

　
　
皆
耗
於
上
下
冗
費
豊
中
。
…
…
東
南
遠
軽
。
積
弊
相
同
。
葡
湖
北
則
幾
有
不
可

　
　
挽
國
之
勢
夷
。
…
…
篇
謂
。
欲
禁
浮
収
。
当
先
革
冗
費
。

　
ま
た
、
岡
日
「
奏
陳
邪
省
尚
響
応
辮
緊
要
難
件
請
倹
九
江
克
復
再
行
率
師
下
勒
疏
」

　
（
『
韻
文
忠
公
政
書
』
巻
三
）
で
も
、
同
様
の
状
況
を
関
戯
し
た
後

　
　
上
下
衙
門
顯
規
浮
費
。
一
概
革
除
。

　
と
決
断
し
て
い
る
。
な
お
、
前
者
密
疏
に

　
　
威
豊
三
年
。
圏
湖
広
漕
船
五
運
。
部
文
令
変
価
解
部
。
磁
石
折
銀
一
両
三
銭
。

　
と
あ
る
よ
う
に
、
太
平
天
国
に
よ
り
途
絶
し
た
漕
糧
は
銀
納
に
変
更
さ
れ
た
が
、

　
州
県
が
大
戸
よ
り
微
冒
す
る
際
に
は
現
地
通
貨
た
る
銭
で
微
睡
さ
れ
て
い
た
。

③
「
請
旨
二
尊
懸
章
徴
収
之
知
州
疏
」
威
嶽
七
年
二
一
月
六
日
（
『
胡
文
忠
公
政
書
』

　
巻
繊
）

　
　
旋
与
司
道
。
督
瞬
武
漢
霞
岳
…
。
二
心
簿
議
。
将
通
霊
鳥
務
。
通
盤
核
算
。
刊
示

　
　
暁
諭
。
所
有
道
府
漕
規
蹴
上
下
愚
衙
門
一
切
房
費
・
差
費
。
並
行
輩
除
。
所
以

　
　
清
弊
之
源
也
。
…
…
所
有
由
単
・
廓
票
・
様
米
・
号
銭
㎝
切
浮
説
。
概
行
禁
革
。

　
　
所
以
華
言
之
流
也
。

④
　
岡
寺
。

⑤
　
「
奏
陳
漕
務
鷺
・
程
辮
有
成
効
疏
」
威
農
八
年
六
月
二
六
日
（
『
胡
文
忠
公
政
書
』

　
巻
四
）
。

⑥
以
下
の
地
方
志
は
、
漕
糧
改
革
に
つ
い
て
の
具
体
的
記
述
は
な
い
が
、
新
章
程

　
が
制
定
さ
れ
た
こ
と
は
認
め
て
い
る
。
同
治
『
嘉
魚
町
手
洗
無
二
、
賦
役
、
漕
糧

　
実
征
数

　
　
同
治
元
年
。
藩
憲
・
府
憲
批
筋
官
紳
議
定
徴
収
章
程
。

　
澗
治
『
大
冶
県
志
』
巻
芯
、
田
干
、
玄
米

　
　
近
限
兵
警
。
河
道
阻
隔
。
遵
奉
新
章
。
大
加
熱
減
。
折
解
糧
憲
庫
弾
収
。

⑦
　
光
緒
『
羅
田
県
志
廊
巻
四
、
民
賦
、
随
漕

　
　
…
…
於
是
続
騰
新
章
。
火
脚
二
色
。
一
時
絶
痛
営
門
。
楚
難
民
皆
利
頼
之
。
而

　
　
吾
羅
之
感
徳
惟
尤
甚
。
…
…
方
今
海
内
大
定
。
運
道
流
通
。
迭
経
大
部
催
征
本

91 （757）



　
　
色
。
急
如
星
火
。
難
蒙
彊
吏
逓
年
請
緩
。
終
難
久
長
。
一
且
規
復
圏
章
。
征
解

　
　
本
色
。
罠
之
不
離
。
弊
又
叢
生
。
町
勝
道
哉
。
羅
田
本
叢
爾
琶
。
漕
数
無
多
。

　
　
値
他
時
旧
制
復
興
。
得
官
紳
拠
実
陳
情
。
纈
凍
上
憲
奏
請
。
比
倣
麻
〔
城
〕
・

　
　
〔
黄
〕
安
目
邑
道
形
。
准
予
二
色
。
永
遠
遵
行
。
此
誠
所
謂
一
労
蒲
久
逸
也
。

　
　
…
…
知
県
十
三
陵
管
胎
毒
謹
識
。

⑧
嗣
治
『
置
賜
県
警
』
巻
四
、
日
賦

　
　
威
望
七
年
冬
。
紙
牌
吉
雲
樵
前
任
。
奉
霧
中
丞
微
減
量
。
便
民
征
齪
。
随
勧
清

　
　
査
糧
畝
。
其
弊
愈
滋
。
経
望
月
。
不
得
要
領
。
威
豊
八
年
春
。
奉
中
働
札
筋
清

　
　
丈
。
吉
公
乃
於
城
内
。
設
立
総
局
辮
理
。
因
事
関
重
大
。
延
請
諸
公
。
皆
莫
能

　
　
致
。

⑨
な
お
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ロ
ー
は
、
地
域
社
会
論
の
視
点
か
ら
胡
林
翼
の
牙
行
制

　
度
改
華
を
取
り
上
げ
、
こ
れ
を
地
方
行
敷
の
「
民
営
化
」
、
即
ち
國
家
か
ら
地
域

　
社
会
へ
の
行
政
権
委
譲
と
捉
え
る
。
し
か
し
元
来
、
在
地
社
会
の
民
生
的
業
務
が

　
専
制
國
家
財
敷
に
占
め
る
地
位
は
補
助
的
で
あ
り
、
二
代
後
期
以
降
で
も
財
政
の

　
主
要
部
分
を
占
め
る
権
力
的
業
務
（
主
と
し
て
軍
事
支
出
）
に
つ
い
て
は
「
民
営

　
化
」
は
見
ら
れ
な
い
。
ロ
ー
自
身
も
、
独
自
の
権
力
機
構
を
有
す
る
中
世
西
欧
の

　
自
治
都
市
と
薬
代
後
期
の
商
業
都
市
と
の
椙
違
に
つ
い
て
は
認
識
し
て
い
る
。
規

　
礼
鎖
送
体
系
を
遮
断
し
、
郷
紳
・
商
紳
層
を
媒
介
と
し
て
督
撫
が
人
民
を
（
申
間

　
の
地
方
官
僚
や
婿
役
を
経
由
せ
ず
）
直
接
掌
握
し
よ
う
と
し
た
胡
林
翼
の
財
政
改

　
革
は
、
督
撫
権
力
を
核
と
し
た
新
し
い
属
家
支
配
の
再
編
過
程
と
見
倣
す
べ
き
で

　
あ
ろ
う
。
≦
凱
犀
P
筥
8
■
労
O
づ
、
①
悔
霞
§
脳
・
ざ
建
h
O
S
ミ
謹
§
価
袋
潔
購
い
0
9
ミ
黛
§
亀

　
G
ミ
§
逡
9
§
嵐
N
＆
露
礁
％
b
（
の
け
9
詳
｛
O
尻
目
　
d
’
］
～
ζ
　
一
㊤
Q
Q
心
）
ウ

⑩
『
騎
文
忠
公
年
譜
』
巻
上
、
成
壁
五
年
。

⑪
　
第
一
日
盛
⑮
、
「
灌
陳
湖
南
器
餉
情
形
摺
」
。
欝
血
章
は
同
摺
で
、
湖
南
の
軍
飽

　
を
充
実
さ
せ
る
策
と
し
て
「
籏
捌
銭
糧
宿
弊
扁
と
「
杜
絶
離
金
言
累
」
の
二
案
を

　
・
取
り
上
げ
、
検
討
し
て
い
る
。

⑬
　
同
冶

　
　
州
県
廉
俸
無
多
。
辮
公
之
需
。
全
頼
銭
漕
無
規
。
稽
謬
論
貼
。
…
…
如
必
尽
革

　
　
州
県
隈
規
。
競
毫
不
許
多
収
。
則
諸
公
無
資
。
廉
謹
者
。
無
所
措
其
手
足
。
其

　
　
不
肖
者
。
反
将
軍
此
籍
口
。
別
闘
巧
取
之
端
。
更
為
国
計
驚
生
韻
脚
。
如
必
明

　
　
定
章
程
。
許
其
毎
銀
一
両
。
毎
漕
一
石
。
収
銀
若
干
。
又
恐
官
吏
視
為
定
章
。

　
　
久
之
或
於
定
章
之
外
。
復
有
増
加
。
弊
与
葭
葺
。
…
…
正
躇
躇
間
。
適
各
県
士

　
　
昆
。
紛
紛
赴
省
具
呈
。
自
擬
款
目
。
以
為
燕
賀
之
準
。
臣
察
蓮
宮
民
絹
安
者
准

　
　
之
。
未
協
者
駁
之
。
倹
其
適
中
。
而
復
業
之
。
数
回
之
間
。
大
致
略
定
。

⑩
　
「
湖
南
漕
糧
猫
黒
蝿
懸
詞
本
色
摺
」
同
治
一
兀
年
轟
四
月
二
閃
［
R
［
（
『
毛
尚
書
奏
稿
』
巻

　
六
）
。

⑭
光
緒
『
湘
潭
県
志
』
巻
六
、
賦
役

　
　
講
釈
既
井
資
於
漕
。
上
司
因
亦
饒
借
之
。
加
以
賊
索
。
五
山
漕
規
・
偏
辺
。
欝

　
　
漕
諸
面
恥
。
本
編
及
糧
道
隠
縫
。
各
六
百
金
。
道
府
同
官
漕
館
。
以
百
数
。
各

　
　
視
勢
。
分
為
軽
重
。
多
下
期
金
。
少
必
薫
習
。
至
於
丁
役
・
罹
隷
。
威
有
分
潤
。

　
　
一
漕
至
三
四
千
金
。
解
費
・
房
費
。
不
在
此
数
。
蔭
口
所
載
。
鯨
幕
千
金
。
辮

　
　
瓦
書
吏
。
比
重
万
計
。
…
…
道
光
駕
。
有
陶
思
事
命
中
加
微
。
及
今
漕
倣
已
清

　
　
厳
。
而
県
令
李
元
善
・
沈
錫
周
。
復
輩
下
結
糧
。
賦
役
之
敏
悉
除
。

　
な
お
、
李
元
善
は
心
緒
一
〇
年
署
任
、
沈
錫
周
は
同
年
実
任
。

⑮
　
同
治
『
長
沙
県
志
』
巻
八
、
賦
役
、
無
熱
、
威
豊
五
年
嘉
定
章
程
、
光
緒
『
善

　
化
県
志
』
巻
八
、
賦
役
、
鰯
政
、
威
豊
五
年
。

⑯
岡
治
『
寧
郷
県
志
隔
巻
一
〇
、
賦
役
、
新
章

　
　
成
豊
五
年
表
象
十
一
月
一
一
十
三
日
。
生
員
黄
甫
山
簿
銀
髪
。
悉
照
潭
規
。
以
急

　
　
籠
餉
事
。
…
…
業
経
澗
潭
察
条
陳
。
講
示
准
行
在
団
。
現
在
報
解
源
源
。
一
月

　
　
余
。
完
納
五
万
両
。
従
来
銭
漕
。
未
有
贈
躍
如
是
者
。
既
而
長
善
用
倣
潭
規
。

　
　
二
恩
蟹
允
。
至
護
照
。
与
潭
蹴
連
。
事
経
挙
人
羅
文
蓋
置
。
暴
露
黒
血
示
具
稟
。

　
　
…
－
寧
邑
銭
漕
。
悉
照
湘
潭
完
納
。

⑰
同
治
『
益
腸
県
志
』
巻
五
、
田
賦

　
　
銭
漕
積
久
鼻
生
。
講
夙
豊
山
ハ
年
。
隅
巴
人
唐
皿
田
等
。
倣
昭
酬
潭
寧
長
善
。
条
列
章
程
。
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清代後期湖広における財政改革（山本）

　
　
稟
請
巡
撫
酪
藁
章
。
批
筋
群
県
。

⑱
罠
国
『
醗
陵
郷
土
志
』
第
三
章
、
政
治
、
賦
税

　
　
…
…
於
是
有
道
光
間
。
県
人
匡
光
文
訟
漕
中
差
。

⑲
同
治
『
正
続
県
志
』
謡
講
、
賦
役
、
漸
章

　
　
按
。
湖
南
銭
漕
。
積
弊
最
深
。
威
艶
之
初
。
東
爾
用
兵
。
南
漕
改
折
。
酪
申
丞

　
　
策
章
。
加
意
醗
劉
。
井
瀬
陳
奏
。
傍
許
各
属
士
民
。
擬
条
合
縁
。
醗
陵
生
員
劉

　
　
盟
淵
輝
・
等
。
而
一
編
醸
耽
繭
。
晶
象
漸
落
可
．
。
由
鼠
夙
豊
六
年
三
月
起
。
ム
ロ
q
巴
嚇
避
行
一
。
廿
穴
後

　
　
同
治
三
年
。
讃
辞
丞
世
臨
。
復
習
各
属
銭
糧
。
照
前
藩
中
丞
麗
減
。
酌
留
定
数
。

　
　
条
列
章
規
。
奏
請
竪
碑
各
州
累
大
輪
町
議
。
重
申
属
禁
。

⑳
　
同
治
『
目
零
県
憲
』
巻
三
、
賦
役

　
　
…
…
於
是
衡
陽
推
欧
腸
柄
鐙
。
牒
陳
漕
糧
食
費
。
野
司
案
之
。
比
湘
潭
。
不
及

　
　
十
之
｝
。
然
校
律
令
。
漕
費
多
収
。
…
…
騎
藁
無
知
。
官
吏
私
利
。
不
可
全
奪
。

　
　
因
県
別
例
。
謝
酌
為
剃
。
漕
米
一
石
。
派
露
里
謹
呈
百
三
十
。
更
聴
収
辮
公
銭

　
　
千
九
百
。
…
…

⑳
　
た
と
え
ば
、
営
繕
『
湘
郡
県
國
志
』
巻
一
＝
、
賦
役
、
岡
治
『
湘
郷
県
志
聴
巻

　
三
、
賦
役
、
同
治
『
清
泉
県
志
駈
巻
四
、
貢
賦
、
な
ど
。

⑫
　
岡
治
（
二
年
）
『
武
陵
薄
命
心
』
巻
一
六
、
田
紬
賦
、
黙
過
穀

三
　
湖
南
に
お
け
る
改
革
の
継
続

　
　
邑
額
穀
五
千
石
。
…
…
日
久
弊
生
。
遂
於
地
丁
。
離
籍
随
懸
銭
二
百
文
。
至
道

　
　
光
間
。
猜
脊
勒
取
。
覧
有
加
歪
七
八
百
文
之
多
者
。
二
十
八
年
。
偽
文
嵐
・
楊

　
　
秀
閥
・
陳
鴻
業
等
。
先
後
呈
控
。
巴
鴨
地
丁
。
毎
両
随
徴
銭
二
百
文
。
威
豊
二

　
　
年
。
知
県
胡
鍵
裁
除
存
案
。
四
年
中
謡
言
。
文
巻
樽
存
。
八
年
。
知
府
彰
汝
珠

　
　
復
請
。
巡
撫
酪
墨
黒
・
布
政
博
文
格
。
豊
穣
厳
禁
。
随
悪
弊
革
。
民
困
以
蘇
。

⑯
　
「
は
じ
め
に
」
註
⑤
、
夏
・
夏
井
、
な
ど
参
照
。

⑭
　
張
之
洞
の
山
西
・
広
東
で
の
地
方
的
羅
紋
の
整
理
に
つ
い
て
は
、
『
張
文
婆
公

　
全
集
』
に
数
多
く
の
史
料
が
残
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
華
北
に
お
け
る
財
政
改
革

　
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

⑯
　
「
札
鄭
宜
紛
弛
三
府
酌
定
公
費
」
光
臨
二
五
年
正
月
二
七
日
（
『
雷
文
嚢
公
全
集
』

　
巻
一
〇
二
、
公
績
一
七
）

　
　
自
熱
暑
二
十
五
年
正
月
初
一
日
為
始
。
所
属
公
費
・
小
向
。
　
｝
律
裁
革
永
禁
。

　
　
不
准
別
立
名
目
。
再
受
属
調
戯
送
～
銭
。
如
已
送
馴
者
。
即
日
退
還
首
県
供
支
。

　
　
｝
併
永
遠
禁
輩
。
不
得
再
有
需
索
。
臓
再
有
於
巳
三
二
款
外
。
重
複
収
受
属
県

　
　
公
費
。
及
重
複
需
索
属
県
供
支
惜
事
。
摘
出
厳
行
参
処
。

　
な
お
、
鄭
宜
施
三
府
は
湖
北
省
西
部
山
間
に
位
濁
し
、
日
歯
の
賦
課
が
な
く
、
胡

　
林
翼
の
改
革
が
及
ば
な
か
っ
た
地
域
で
あ
る
。

　
太
平
天
国
終
息
後
も
、
湖
南
省
の
大
部
分
の
州
県
で
は
、
地
方
的
微
落
が
未
整
理
の
状
態
で
あ
っ
た
。
再
度
こ
の
課
題
に
着
手
し
た
の
は
、

光
緒
初
期
の
湖
南
巡
撫
下
露
第
（
光
緒
八
年
三
月
～
九
年
五
月
、
光
緒
＝
十
二
月
～
一
四
年
～
○
月
在
任
）
で
あ
っ
た
。

　
管
区
八
年
（
一
八
八
二
）
湖
南
巡
撫
に
着
任
し
た
重
宝
第
は
、
湖
南
省
各
州
県
で
書
差
の
需
索
が
深
刻
化
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
早
速
そ

　
　
　
　
　
　
　
①

の
整
理
を
命
じ
た
。
そ
の
後
、
衡
州
府
か
ら
の
報
告
に
よ
る
と
、
衡
州
に
は
こ
れ
ま
で
額
外
の
書
画
・
差
役
が
多
数
存
在
し
、
訴
訟
の
取
り
次

ぎ
に
際
し
法
外
な
手
数
料
を
徴
収
す
る
「
伝
詞
」
、
架
空
の
土
地
売
買
を
捏
造
し
、
意
図
的
に
良
民
を
脱
税
者
に
仕
立
て
上
げ
る
「
漏
税
」
、
自
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殺
・
傭
い
人
の
霞
然
死
・
行
き
倒
れ
の
検
屍
に
際
し
、
殺
人
事
件
に
発
展
さ
せ
る
と
脅
迫
し
て
金
銭
を
強
要
す
る
「
濾
火
命
案
」
な
ど
、
様
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

な
手
口
を
駆
使
し
て
需
索
を
行
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
下
宝
第
は
、
書
聖
の
人
員
整
理
と
晒
規
需
索
の
禁
止
を
知
府
に
下
命
し
た
。

　
省
西
部
の
辰
州
府
や
涜
州
府
で
も
、
差
役
は
命
案
の
繕
事
費
用
を
口
実
に
し
た
軸
索
を
行
っ
て
お
り
、
下
宝
第
は
按
察
司
に
事
実
の
究
明
を

　
　
　
　
③

命
じ
て
い
る
。
一
方
、
洗
州
府
で
は
、
贈
陽
県
で
前
知
県
が
多
数
の
差
役
を
廃
止
し
て
お
り
、
現
在
復
活
を
警
戒
し
て
い
る
と
の
報
告
が
、
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

府
よ
り
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
永
州
府
で
も
、
糧
差
の
大
幅
削
減
と
必
要
経
費
の
支
給
に
よ
り
、
銭
糧
納
付
に
お
け
る
各
種
の
浮
収
が
革

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

除
さ
れ
た
と
報
告
し
て
い
る
。

　
周
辺
部
だ
け
で
は
な
い
。
湘
基
節
で
は
人
命
案
件
に
関
わ
る
差
役
の
需
索
を
予
防
す
る
た
め
、
「
保
安
堂
」
と
称
す
る
公
局
が
設
け
ら
れ
、

検
屍
に
際
す
る
費
用
負
担
に
備
え
て
い
た
が
、
「
保
安
堂
」
の
資
金
は
按
畝
灘
派
さ
れ
た
た
め
、
糧
戸
に
と
っ
て
は
却
っ
て
重
荷
に
な
っ
て
い

⑥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

た
。
こ
の
「
保
安
堂
」
は
、
同
治
・
光
露
分
四
川
省
で
盛
ん
に
設
置
さ
れ
た
紅
粉
局
と
ほ
ぼ
同
じ
性
格
の
公
局
で
、
湖
南
省
で
は
岳
州
府
平
江

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

県
で
も
、
同
治
一
二
年
（
一
八
七
三
）
知
県
が
「
皆
不
忍
堂
」
と
呼
ば
れ
る
類
似
の
公
局
を
設
置
し
、
丁
脊
夫
役
の
人
件
費
を
支
給
し
て
い
る
。

湘
潭
や
平
茸
な
ど
省
内
の
比
較
的
先
進
地
域
で
も
差
役
の
需
索
は
激
し
く
、
公
認
を
設
け
て
負
担
の
均
平
化
を
図
ら
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
下
宝
第
は
書
差
の
壮
重
脚
下
に
対
し
て
厳
し
い
態
度
で
臨
ん
だ
が
、
随
規
の
多
く
は
上
司
に
規
礼
と
し
て
上
納
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
官
場
の

順
礼
韻
送
慣
行
自
体
を
廃
絶
し
な
い
限
り
、
未
端
で
の
需
索
は
容
易
に
改
ま
ら
な
い
。
道
光
・
成
豊
以
降
脊
吏
・
難
役
に
よ
る
不
正
規
徴
収
が

深
刻
化
し
た
の
は
、
養
廉
銀
の
減
少
に
よ
り
地
方
官
が
地
方
行
政
経
費
の
多
く
を
願
規
・
規
礼
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

そ
こ
で
下
手
第
は
、
道
府
の
規
礼
収
受
を
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
州
県
銭
漕
の
平
筆
か
ら
公
費
を
捻
出
し
て
こ
れ
を
支
給
す
る
よ
う
指
示
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

ま
た
、
こ
れ
に
違
反
し
て
規
礼
を
要
求
し
た
道
府
が
あ
れ
ぼ
、
州
県
が
直
接
督
撫
・
布
政
司
・
按
察
司
に
訴
え
る
こ
と
を
許
し
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
地
方
宮
の
規
礼
肥
送
を
禁
止
す
る
反
面
、
下
宝
第
は
自
ら
の
地
方
的
微
収
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
強
化
し
て
い
る
。
光
臨
一
二
年

（一

ｪ
八
六
）
、
潅
安
塩
鱒
源
昌
泰
ら
は
、
湖
南
省
各
衙
門
に
上
納
す
る
岸
費
（
随
規
）
が
加
増
さ
れ
た
こ
と
を
両
江
総
督
曾
国
蓋
に
訴
え
、
こ
れ
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が
下
宝
第
の
許
に
落
文
で
送
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
、
彼
は
、
二
会
で
あ
る
長
沙
・
善
化
両
県
は
上
級
官
庁
へ
提
供
す
る
差
務
が
多
い
の

で
、
特
に
岸
費
の
需
索
が
厳
し
い
の
で
あ
ろ
う
と
判
断
し
、
以
後
長
喜
両
県
か
ら
上
司
へ
の
吏
務
供
応
を
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
各
衙
門
の
経

費
は
基
本
的
に
自
辮
す
る
よ
う
指
示
し
た
。
一
方
、
巡
撫
衙
門
が
加
徴
し
た
岸
費
四
八
○
○
両
に
つ
い
て
は
、
二
四
〇
〇
両
を
育
鐘
堂
経
費
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

足
し
、
六
〇
〇
罰
を
按
察
司
に
支
給
し
た
の
で
あ
る
。
下
宝
第
は
岸
費
（
聴
器
）
需
索
を
否
定
す
る
ど
こ
ろ
か
、
一
定
の
加
徴
を
容
認
し
て
い
る
。

但
し
州
県
か
ら
上
級
衙
門
へ
の
差
身
（
規
礼
）
鍛
送
は
禁
止
し
、
自
ら
加
思
し
た
岸
費
の
一
部
を
熟
察
司
に
支
給
す
る
な
ど
の
措
置
に
よ
り
、
経

費
不
足
を
補
填
し
た
の
で
あ
る
。

　
下
宝
第
は
、
驕
乗
章
の
銭
漕
川
園
改
革
に
引
き
続
き
、
書
落
随
規
改
革
を
実
施
し
た
。
同
じ
頃
、
四
川
省
で
は
丁
轟
轟
に
よ
り
、
類
似
の
財

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

政
改
革
が
行
わ
れ
て
い
る
。
両
者
の
共
通
点
は
、
規
礼
鰻
送
体
系
を
寸
断
す
る
こ
と
に
よ
り
軍
規
需
索
の
必
要
性
を
否
定
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
地
方
衙
門
の
行
政
費
用
は
、
乏
し
い
正
額
存
留
銀
の
他
、
何
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
州
県
に
つ
い

て
見
れ
ば
、
湖
北
省
で
は
、
漕
糧
折
価
の
際
に
、
州
県
の
経
費
を
織
り
込
ん
で
折
価
額
を
算
定
し
た
。
四
川
省
で
は
、
部
費
局
な
ど
独
立
し
た

公
局
を
育
成
し
、
公
局
の
基
金
か
ら
吏
員
の
人
件
費
な
ど
を
補
填
し
た
。
両
省
と
も
、
督
撫
が
郷
単
層
の
支
持
を
と
り
つ
け
て
、
財
政
改
革
を

推
進
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
湖
南
省
の
場
合
、
酪
垂
幕
の
改
革
は
、
郷
紳
と
の
合
意
を
得
た
も
の
の
、
僅
か
数
県
に
と
ど
ま
っ
た
し
、
下
宝
第

の
改
革
で
は
、
州
県
の
行
政
経
費
に
つ
い
て
は
何
ら
手
当
て
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
一
部
の
県
で
は
、
難
壁
が
主
唱
し
て
公
局
が
設
置
さ
れ
た

よ
う
で
あ
る
が
、
四
川
の
よ
う
に
広
汎
に
展
開
し
な
か
っ
た
し
、
湘
潭
県
保
安
堂
の
よ
う
に
、
公
局
が
却
っ
て
苛
敏
訣
求
の
具
と
化
す
こ
と
さ

え
起
き
て
い
た
。
ま
た
、
道
府
や
布
全
室
司
に
つ
い
て
見
て
も
、
四
川
で
は
省
財
政
か
ら
公
費
を
支
給
し
た
の
に
対
し
、
湖
南
で
は
州
県
が
徴

収
し
た
銭
糧
の
平
余
か
ら
公
費
を
捻
出
し
た
。
雀
財
政
の
脆
弱
な
湖
南
省
は
、
地
方
的
徴
収
の
一
部
を
公
認
さ
え
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぽ
か

り
か
、
巡
撫
自
身
も
塩
商
か
ら
の
随
規
微
収
を
強
化
し
て
い
た
。
総
じ
て
、
湖
南
の
財
政
改
革
は
、
湖
北
は
も
と
よ
り
四
川
と
比
較
し
て
も
不

徹
底
で
あ
り
、
最
後
ま
で
地
方
的
徴
収
を
廃
絶
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　
①
　
「
粍
飾
衡
州
府
影
藤
曾
車
裁
汰
所
属
書
差
」
（
す
宝
田
『
鯉
濃
公
譲
』
巻
一
一
）
　
　
　
　
　
　
　
照
得
湖
南
州
県
書
差
。
積
弊
最
深
。
本
部
院
於
光
軸
八
年
到
任
之
初
。
即
通
飾
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＠＠④⑤⑥＠＠

各
属
債
案
。
不
得
籔
派
閥
差
。
倦
有
差
役
擾
累
。
准
被
累
日
赴
上
司
衙
門
呈
訴
。

井
令
抄
札
出
示
在
案
。

岡
右
。

「
謡
講
況
道
稟
」
（
『
撫
湘
公
園
』
巻
芯
）

差
役
以
命
案
解
費
為
由
。
籍
端
詐
索
。
事
難
保
楽
園
無
。
仰
按
塔
司
。
移
筋
該

庁
。
勒
伝
王
文
燥
愚
案
。
提
集
被
控
丁
差
。
質
訊
明
確
。
拠
実
詳
辮
。
騒
稽
絢

延
。「

批
薩
州
府
郵
守
天
符
稟
」
（
『
撫
湘
公
綾
臨
巻
一
）

査
。
贈
陽
県
差
役
。
前
路
李
叢
薄
革
甚
多
。
誠
恐
撃
墜
又
復
恣
黙
。
嗣
後
務
須

随
時
査
察
。

「
批
永
州
府
稟
」
（
『
撫
湘
公
腰
』
巻
一
）

断
不
容
書
吏
於
正
数
之
外
。
創
立
名
色
。
多
取
民
間
舞
文
。
至
霞
吏
辮
公
之
資
。

自
応
由
官
酌
量
提
給
。
以
免
鯉
口
。
：
：
：
擬
擦
膝
書
論
留
百
名
。
宙
巳
足
敷
辮

公
。
其
余
応
令
一
暴
悪
除
。

「
証
跡
雛
菊
」
（
『
撫
湘
公
演
』
巻
二
）

照
得
本
部
院
風
聞
。
湘
潭
地
方
。
設
立
保
安
裳
。
毎
田
一
畝
。
派
摘
穀
穴
升
。

…
…
査
沈
令
原
稟
。
為
命
懸
相
験
。
差
役
多
立
黒
色
。
需
索
無
数
。
遠
近
騒
擾
。

故
立
保
安
堂
章
程
。
原
翠
煙
罠
起
見
。
今
転
以
遠
擾
民
。
殊
与
設
堂
本
意
不
符
。

且
沈
令
並
未
醤
有
按
畝
粥
穀
六
升
之
設
。
何
以
派
数
如
此
之
多
。
始
於
何
人
創

議
。¶

は
じ
め
に
」
註
⑧
、
拙
稿
。

光
緒
『
平
群
県
志
』
巻
一
一
、
建
置
、
公
撰
、
皆
不
忍
裳

同
治
十
二
年
。
署
知
下
野
陵
平
。
以
下
郷
勘
藩
命
案
。
所
帯
得
役
・
穣
従
夫
馬

伏
食
。
及
図
解
費
。
向
虫
取
給
於
承
案
悪
役
。
役
朝
里
索
諸
地
方
。
擾
累
莫
知

所
底
。
乃
欝
立
合
堂
。
諭
勧
邑
紳
。
向
貴
鞍
揖
銭
千
轟
轟
挙
本
。
交
同
善
堂
紳

董
。
経
理
生
息
。
又
拠
各
類
商
。
慕
義
楽
輸
。
酌
抽
銭
文
。
助
三
堂
善
挙
。
於

是
経
費
足
支
。
乃
通
牒
大
府
。
均
奉
批
答
。
如
議
行
。
髪
将
随
帯
丁
得
夫
役
名

　
　
数
。
日
給
伏
懸
銭
数
。
並
招
解
用
数
。
開
単
費
堂
。
立
石
作
為
定
章
。
後
遇
此

　
　
等
案
。
即
由
堂
照
章
給
銭
。
静
許
遼
額
。

⑨
　
「
札
藩
呆
両
司
」
（
『
撫
湘
公
腰
』
巻
一
）

　
　
照
得
道
府
養
廉
銀
両
。
自
軍
興
以
後
。
減
鋸
盤
乎
。
所
領
振
舞
。
以
致
署
中
延

　
　
友
之
費
。
日
用
米
薪
之
費
。
紫
形
淵
叢
。
不
得
不
収
受
州
県
節
寿
隈
規
。
以
資

　
　
接
済
。
而
願
規
割
干
例
禁
。
…
…
本
部
院
因
思
。
本
馬
必
須
裁
汰
。
公
費
必
宜

　
　
酌
簿
。
擬
倣
照
江
蘇
・
江
西
・
河
南
等
省
現
行
章
程
辮
理
。
査
州
県
銭
漕
。
均

　
　
有
平
余
。
応
酌
蟻
飲
分
之
肥
捲
。
定
公
費
之
多
寡
。
按
季
群
籍
道
府
衙
門
。
津

　
　
貼
羅
馬
。
所
有
還
郷
等
項
。
永
遠
禁
革
。

⑩
「
批
藩
泉
議
改
道
府
公
費
詳
」
（
『
撫
湘
公
讃
』
巻
｝
）

　
　
嗣
後
如
再
私
相
餓
送
。
定
即
面
内
同
型
。
従
厳
参
辮
。
個
有
道
府
向
所
属
留
難

　
　
需
索
。
准
該
州
県
直
掲
督
撫
・
軍
職
辮
理
。

⑪
　
「
札
自
讃
諸
司
善
後
局
」
（
『
撫
湘
勲
績
』
巻
二
）

　
　
光
緒
十
二
年
三
月
二
十
一
日
。
准
両
江
塩
督
部
堂
号
容
開
。
拠
湖
南
督
錯
局
詳
。

　
　
拠
潅
商
源
晶
泰
等
稟
提
加
各
衙
門
岸
費
一
案
等
因
。
到
本
部
院
。
准
此
。
査
潅

　
　
商
源
昌
泰
等
稟
。
規
復
旧
例
。
加
増
各
衙
門
岸
費
。
原
為
事
衙
門
辮
公
起
見
。

　
　
査
長
薯
両
県
。
為
省
会
首
邑
。
治
網
嚢
関
緊
要
。
乃
長
年
供
応
上
司
差
務
。
所

　
　
費
官
費
。
以
致
不
能
久
於
其
任
。
実
属
有
妨
吏
治
。
現
在
各
衙
門
。
既
加
岸
費
。

　
　
所
有
内
印
屋
宇
。
尋
常
歳
修
。
以
及
野
曝
器
具
。
難
事
自
行
辮
理
。
不
得
再
由

　
　
両
県
供
応
。
又
省
城
育
嬰
堂
。
経
費
支
紬
。
応
於
本
部
院
岸
費
加
増
四
千
八
頁

　
　
両
内
。
提
銀
二
千
四
菅
両
。
摘
作
育
愚
論
経
費
。
由
局
交
管
堂
委
員
具
領
。
余

　
　
二
千
四
百
両
内
。
劃
一
銀
六
百
蕎
。
加
二
日
息
ハ
司
．
衙
門
日
。
以
為
同
盟
班
餌
國
バ
等
用
。

　
な
お
、
こ
こ
で
い
き
な
り
育
嬰
堂
経
費
が
計
上
さ
れ
て
い
る
の
は
突
飛
な
感
じ
を

　
受
け
る
が
、
前
出
の
「
保
安
堂
」
や
「
皆
不
忍
堂
」
と
岡
様
、
こ
の
省
城
育
嬰
堂

　
も
差
役
の
需
索
を
予
防
す
る
た
め
の
機
能
を
具
有
し
て
い
た
こ
と
は
十
分
考
え
ら

　
れ
る
。
悶
み
に
、
清
代
後
期
江
南
で
急
速
に
普
及
し
た
善
堂
も
、
慈
善
事
業
を
昌

　
的
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
路
発
浮
屍
の
検
屍
に
お
け
る
相
懸
懸
造
の
支
辮
を
目
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的
と
し
て
い
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
続
稿
「
清
戸
後
期
江
漸
の
財
政
改
革
と
善

堂
」
（
仮
題
）
に
て
詳
述
す
る
予
定
で
あ
る
。

⑫
「
は
じ
め
に
」
註
⑧
、
摘
稿
。

お
　
わ
　
り
　
に

清代後期湖広における財政改革（山本）

　
か
つ
て
岩
井
茂
樹
は
、
湾
朝
の
財
政
構
造
に
つ
い
て
「
国
家
財
政
は
、
そ
の
固
い
殻
の
表
面
に
、
ど
こ
か
ぶ
よ
ぶ
よ
と
し
て
曖
昧
な
と
こ
ろ

の
あ
る
、
し
か
も
な
く
て
は
な
ら
ぬ
『
私
』
『
公
』
の
財
政
を
附
着
さ
せ
て
い
る
」
と
い
う
ス
ケ
ヅ
チ
を
描
き
、
清
末
「
収
入
、
支
出
の
い
ず

れ
に
お
い
て
も
、
従
来
の
正
項
銭
糧
の
項
目
の
範
囲
外
に
出
る
も
の
の
比
重
が
、
爆
発
的
に
膨
脹
し
た
」
に
も
関
わ
ら
ず
、
「
訴
額
主
義
」
原

則
に
拘
束
さ
れ
た
戸
部
中
央
財
政
は
そ
れ
ら
を
内
部
化
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
中
央
と
地
方
と
の
厳
し
い
対
立
の
中
で
清
朝
の
財

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

政
支
配
が
崩
壊
し
た
と
い
う
見
通
し
を
立
て
た
。
し
か
し
、
本
稿
の
分
析
を
通
し
て
導
き
出
さ
れ
た
結
論
は
、
こ
れ
と
は
異
な
る
。
道
光
・
威

豊
以
降
、
銀
甲
外
徴
収
1
1
地
方
野
業
収
の
比
重
が
急
増
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
各
省
督
撫
は
「
公
」
財
政
即
ち
墨
金
や
掲

輸
な
ど
商
品
生
産
の
発
展
に
対
応
し
た
新
税
を
国
家
財
政
の
一
部
と
し
て
取
り
込
む
と
と
も
に
、
　
「
私
」
財
政
即
ち
随
筆
需
索
・
規
礼
野
送
体

系
を
整
理
す
る
と
い
う
財
政
改
革
を
断
行
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
布
按
両
司
か
ら
州
県
官
に
至
る
地
方
官
の
経
済
権
は
大
幅
に
縮
小
さ
れ
た
が
、

再
建
さ
れ
た
国
家
財
政
も
ま
た
戸
部
中
央
の
支
配
を
受
け
に
く
い
も
の
と
な
っ
た
。
や
が
て
こ
の
新
財
政
が
事
実
上
の
地
方
財
政
陛
省
財
政
と

し
て
自
立
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
専
制
国
家
財
政
は
止
揚
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
洋
務
運
動
以
降
の
近
代
化
政
策
を
支
え
た
経
済
的
基
盤
は
、
督

撫
権
力
を
核
と
し
て
よ
り
一
層
集
権
化
さ
れ
た
省
財
政
で
あ
っ
た
。

　
但
し
、
財
政
改
革
の
成
果
は
、
商
品
生
産
の
発
達
水
準
に
ほ
ぼ
比
例
し
て
、
各
省
毎
に
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
。
湖
北
省
は
、
威
豊
年
間
の

胡
林
翼
に
よ
る
欝
欝
改
革
で
州
県
の
不
正
規
徴
収
を
ほ
ぼ
一
掃
す
る
と
と
も
に
、
壷
金
や
牙
帖
摘
を
導
入
し
て
、
財
政
再
建
を
成
功
さ
せ
た
。

同
様
に
、
同
治
初
頭
の
江
南
で
も
、
李
鴻
章
に
よ
っ
て
賦
税
改
革
と
商
業
課
税
が
実
施
さ
れ
、
成
功
を
収
め
て
い
る
。
　
一
方
、
漕
糧
が
な
く
地

誌
正
面
も
少
な
い
四
川
省
で
は
、
差
務
や
穴
馬
な
ど
差
儒
系
統
の
地
方
的
叢
誌
が
肥
大
化
し
て
い
た
が
、
三
費
局
を
通
し
た
吏
員
へ
の
手
当
給
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付
、
夫
馬
局
の
廃
止
を
通
し
て
漸
次
整
理
さ
れ
、
光
緒
初
雷
宝
禎
の
財
政
改
革
で
完
成
を
見
た
。
こ
れ
に
対
し
湖
南
省
で
は
、
威
当
期
の
酪
蒙

章
に
よ
る
銭
漕
改
革
は
省
城
近
郊
の
数
県
で
し
か
実
施
に
移
さ
れ
な
か
っ
た
し
、
光
緒
初
の
下
宝
第
に
よ
る
晒
規
需
索
・
規
礼
餓
送
禁
止
政
策

も
不
徹
底
に
終
わ
っ
た
。
同
じ
く
江
西
省
で
は
、
威
豊
末
か
ら
同
治
初
に
か
け
て
露
国
藩
に
よ
る
扁
球
改
革
が
実
施
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
き

た
が
、
実
際
に
は
空
振
り
に
終
わ
っ
た
可
能
性
が
強
い
。

　
威
豊
以
降
各
省
で
実
施
さ
れ
た
財
政
改
革
の
成
否
を
分
け
た
の
は
、
省
内
の
商
昂
経
済
が
自
立
的
で
、
商
業
課
税
を
核
と
し
た
強
力
な
省
財

政
が
形
成
で
き
た
か
否
か
に
因
る
と
考
え
ら
れ
る
。
光
緒
中
葉
以
降
、
財
政
改
革
成
功
省
で
は
、
洋
務
派
官
僚
に
よ
る
近
代
化
政
策
が
、
同
時

期
の
日
本
と
比
較
す
れ
ば
漸
進
的
で
は
あ
る
が
、
実
施
さ
れ
る
。
一
方
、
十
分
な
成
果
の
見
ら
れ
な
か
っ
た
湖
南
省
や
江
西
省
或
い
は
山
東
省

な
ど
で
は
、
民
衆
は
開
港
に
伴
う
経
済
環
境
の
変
化
と
従
来
通
り
の
地
方
的
徴
収
と
の
二
重
の
圧
迫
を
受
け
る
。
彼
ら
が
反
乱
や
「
革
命
」
に

起
ち
上
が
る
の
は
、
最
早
時
問
の
問
趣
で
あ
っ
た
。

　
①
「
は
じ
め
に
」
註
①
、
岩
井
、
一
瑚
六
・
一
四
九
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
北
九
州
大
学
経
済
学
部
助
数
授
　
福
岡
墨
遠
賀
郡
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contain　a　number　of　problems．　First，　there　is　a　tendency　uncritically

to　generalise　phenomena　seen　in　relation　to　only　a　few　provincial　com－

mands．　Second，　the　relationship　between　centrai　government　and　the

provi．n　cial　authorities　tends　to　be　regarded　as　essentially　hostile．　Third，

such　research　has　tended　to　be　conducted　mainly　from　a　mllitary

perspective．　Fourth，　the　genera1　assumption　that　re1ations　between　central

government　and　the　prefectures・　had　declined　since　the　nation－wide

establishment　of　the　provincial　command　system．

　　With　these　problems　in　mind，　this　research　has　been　carried　out　on

material　relating　to　most　of　the　areas　over　which　the　Tang　ruler’s

authority　extended，　excluding　those　areas　controlled　by　rebellious　pro－

vincial　commands．　Since　the　An　Lu－shan　rebellion　of　755－763，　the

dynasty　had　tended　to　reduce　the　power　of　civil　governors，　and　although

continuing　the　policy，　begun　with　the　reform　of　tke　provincial　command

system　under　the　Hsien－tsung，　of　suppressing　the　power　of　civil　governors，

owing　to　the　necessity　of　coping　with　the　collapse　of　the　local　adminis－

tration　system，　their　powers　in　fact　lncreased．

The　Reform　of　Public　Finance　in　Hubei　and

　　　　Hunan　during　the　late　Qing　Period

by

YAMAMOTO　SuSUmu

　　In　the　Qing　Period　the　financial　system　was　centralised　and　local

raising　of　finance　was　not　permitted　by　the　central　government．　The

result　was　a　dual　system　of　tax　collection：　regularised　tax　collection

conducted　by　central　government，　and　unregularised　raising　of　revenue

by　iocal　governments　to　cover　the　costs　of　local　administration．

　　In　the　19th　century　public　finances　experienced　dithcuities　owing　to

decreases　in　regular　tax　revenues　and　increases　in　irregular　local　levies．

The　duftt督撫（chief　local　govemment　o爺cers）attempted　a　refOrm　of

public員nance　by　introducing　commercial　taxes　s疑ch　as　勿．勿莚資金and

ブianshu掲輸，　and　by　seeking　to　preve且t　local　govemment　o銀cers　from

coliectlng　loz．tgui随規（fees）and　offering　8uili規礼（bribes）to　high一
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ranking　oMcials．　As　a　result，　in　Hubei湖北圭n　the　Xianfeng威豊period

public　finances　were　restored　by　the　addition　of　lijin　andッακ6耀απ牙帖

i掴　（abusiness　tax　on　brokers），and　by　the　adjustment　of　1ocal　government

costs　by　fixing　the　amount　of　cαoliang漕糧．　However，　in　Hunan湖南it

was　difficult　to　impose　taxes　on　trade　because　of　the　weakness　of　the

bro！〈ers，　and　in　on1y　some　provinces　were　the　dufa　able　to　enforce　the

amount　of　diding地T　and　cαoliang　during　the　Xianfeng　period．　In　the

early　part　of　the　Gteangxec光緒period　there　was　a　・furt正ユer　attempt　to

prohibit　the　collecting　of　loacg”i　and　offering　of　g－uili　but　this　was　not

enforced　suthciently．

　　In　the　Changjiang長江Valley，　Jiangnan江南，　Hubei　and　Sichuan四川

where　the　production　of　manufactured　goods　developed，　public　finances

were　successfully　reformed．　ln　main1y　rice　producing　areas　such　as

Hunan　and　Jiangxi江西such　reform　attempts　were　not　successful．

（8e6）




